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滋賀県流域治水検討委員会 第６回住民会議議事録 
■日 時：平成 20 年 9 月 11 日(木) 13:32～16:58 

■会 場：「米原公民館」2 階 大会議室 

■出席者：33 名（傍聴者含む） 

委 員 

( 敬 称 略 ) 

石津文雄、大橋正光、北井香、柴田善秀、杉本良作、中村誠伺、

歯黒恵子、松尾則長 

アドバイザー 多々納裕一（京都大学防災研究所教授） 

オブザーバー 市町担当者、県関係部局担当者 

事 務 局 県土木交通部技監、流域治水政策室 

 

■議 事 

１．開  会 

２．議  事  

・事務局説明 

・審議 

(1)自助・共助に関する提言案 

（中間とりまとめ）について 

(2)県民が公助に期待する事柄に

ついて 

  ３．一般傍聴者からのご意見 

４．閉  会 

 

 

                                                 

 

 

                        

〔午後 １時３２分 開会〕 

１．開会  
○事務局（中田） それでは、定刻となりま

したので、ただいまから滋賀県流域治水検

討委員会第６回住民会議を開催をさせて

いただきます。私は進行を務めさせていた

だきます、県の流域治水政策室の中田でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

  会議を始めますまでに、まず資料の確認

をお願いしたいと思います。まず、「議事

次第」。議事次第の下に配布資料というも

のがございます。資料１、「自助・共助に

関する提言案（中間とりまとめ）について

の樹形図」ということで、Ａ３判の横長の

ものがございます。これが資料１でござい

ます。次に、資料２、「これからの公助の

方向性について」。資料３が、前回の「第

５回住民会議議事要旨」。資料４が、「自

助・共助における県民の役割についての提

言素案」。以上、４資料が資料でございま

す。 

 

  あと、参考資料といたしまして、７月 18

日に発生いたしました長浜での浸水被害

の事例ということで参考資料１。県下で公

表されております「浸水想定区域図集」が

参考資料２。そして、琵琶湖湖南流域水害

に強い地域づくり協議会の会長様よりい

ただきました提言については参考資料３。

「近畿地方整備局防災エキスパートの貴

社員の活動について」という協力依頼、こ

れが参考資料４でございます。 

  資料がございませんでしたら、お近くの

担当までお知らせいただきたいと思いま

す。 

  それと、会議中につきましては、携帯電

話をマナーモードにしていただくか、電源

をお切りいただきますようよろしくお願

いいたします。 

  それでは、これからの審議につきまして

は、大橋座長にお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

○大橋座長 失礼します。大橋でございます。
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きょうは米原市さんのこの施設をお借り

することになりまして、本来はずっと大津

でやってきたのですけれども、米原市さん

のご協力をいただいて、この公民館で開催

することになりました。米原市さんのご協

力に対して感謝申し上げるものでござい

ます。 

  また、ここ、夏も終わりを告げようとし

てきたのですが、まだまだ暑い日が続いて

おりますが、朝夕は何とか涼しさが取り戻

ってきたかなというような状態で、それぞ

れの皆さんにおかれましては、ご健勝のこ

ととお喜び申し上げるものでございます。 

  それでは、早速ですけれど、滋賀県流域

治水検討委員会の第６回の住民会議をた

だいまより開催させていただきます。その

後のほうで、一般傍聴者のほうのご意見を

賜るということもしておりますので、ご協

力のほどよろしくお願いしたいと思って

おります。 

  まず初めに、事務局のほうから、きょう

の会議についての趣旨説明を求めます。よ

ろしくお願いします。 

 

２．議事  
・事務局説明 

○事務局（中川） 流域治水政策室の中川で

ございます。本日は皆様お忙しいところお

集まりいただきまして、ありがとうござい

ます。本日の討議内容について説明させて

いただきます。これまで、自助・共助に焦

点を当てまして、地域防災力を高めるため

の手法などについて議論いただきました。

前回に引き続き、自助・共助についてご議

論いただき、提言のまとめに向かってお願

いしたいと思います。その後、休息を挟み

まして、本日は県民が公助に期待する事柄

をテーマとして、これまで住民会議でご審

議いただいたことを踏まえ、これからの公

助の方向性について説明します。そして、

このテーマに関してご意見をお願いした

いと考えております。最後に一般聴衆の方

のご意見を伺いたいと考えております。 

  それでは、活発なご議論をよろしくお願

いいたします。 

○大橋座長 はい。今、説明いただきました

ように、第５回までの自助・共助の樹形図

等々で議論をしてまいりました。そのこと

を最終的に詰めの段階になるかと思いま

すが、その後というのか、言われましたよ

うに、県民が公助に期待することについて

入っていきたいなと、こんな思いをしてお

ります。 

・審議 

（１）自助・共助に関する提言案（中間とり

まとめ）について 

○大橋座長 前回の樹形図で議論してまい

りまして、その中で皆さんのご意見をいろ

いろ賜りました。その中で先日作業部会を

開きまして、一応整理させていただいたと

いう経緯がございまして、皆さんのお手元

のほうにその整理した樹形図が届いてい

るのではないかと思いますが、その辺の経

過について、柴田委員のほうからご説明を

いただくということでよろしくお願いし

ます。 

○柴田委員 住民会議委員の柴田です。よろ

しくお願いいたします。 

  まず最初に、郵送で送らせていただいた

樹形図があるのですけれども、それと、今

ここにコピーして置いてくださっている

樹形図は、少しだけ文言が変わっているん

です。ここに置いてあったコピーしてある

やつを一応最終版ということで、こちらを

使って説明させていただきたいと思いま

す。 

  それで、前回の会議のときにごらんにな

っていただいたのでは、分類している場所

が違ったり文言がわかりにくい、具体的に

わかりにくいというご指摘がありました

ので、一つ一つをしっかり見て、分類し直

しました。それで、この分類をしたときに

気をつけた点としましては、まず１つにそ

れぞれ小見出しをつくってあるというこ

とです。その小見出しというのが、この茶

色く塗られている部分です。次に、この小

見出しを実現するための施策として、その

下の白いところに具体的にどういうこと

をしたらいいのかというものを書くよう

にしてあります。 

  また、前回のものでは、単語単語で意味

がわかりにくいということで、主語述語を

はっきりさせて書いたほうがいいという

ご指摘がありましたので、それに関しても

注意しながら、なるべく主語と述語を、だ

れが何をするのかということがわかるよ

うにまとめてあります。そして、最後にそ

れぞれの、「知恵を広める」だとか「人を

つくる」のところで、そこでは一体どうい

う地域、どういうことを目指せばいいのか
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というものを「目指す姿」として一番上に

記してあります。これは、前回の会議でも

何を言わないといけないのかというとこ

ろを順序づけて、インパクトを持って言っ

たほうがいいのではないかというご指摘

もありましたので、このように、ここでは

まず何が言いたいのかということを最初

に書いてあります。 

  それで、具体的に中を見ていくと時間が

長くなりますので、大きく見ていきたいと

思います。まず「知恵を広める」のところ

で、これは地域がやるべきことが目指すべ

き姿の下のところに書いていて、その下に、

では専門家・行政はどんなようなことをし

たらいいのかということが書いてありま

す。上から３つのところ、地域・行政はと

いうところは、実際に逃げるときにどんな

ことをしたらいいのかというのが書いて

います。 

  次に、「人をつくる」のところでは、人は、

無関心な人、地域防災を担う人、リーダー

になる人という視点からこの３つに分け

て書いてあります。 

「組織をつくる」のところには、実際に

組織があるだけではなくて、今ある組織が

形骸化していたり、余り活発でない組織も

あるので、そういうものを見直して、活発

な組織を持つべきであると。また、もしそ

ういうので組織がないのであれば、行政か

らのトップダウンででもまずはつくって、

組織の活性化を図るべきではないのかと

いうことが書いてあったり、またその組織

を持つだけではなくて、実際に避難するた

めのルールというものを持つべきである

ということや、またそのルールだけではな

くて、実際に道具がないと避難できないと

いうことで、地域でそういう道具、備えを

するということが書いてあります。 

最後に、「仲間をつくる」というところ

には、その地域外、ちょっと遠いけれども

先進事例として活動しているところとの

協力を図るべきであるということや、今ま

で治水としては活動していなかったけれ

ども、そういった団体とも協力すべきなの

ではないかということが書いてあります。 

それぞれの中には、地域だけ、自助・共

助だけではなくて、この自助・共助を促す

ために、公助としてどういうものをしたら

いいのかということも入っています。なの

で、自助・共助だけではなくて、この中に

も、その自助・共助を促す公助といった形

でいろいろと書かれています。 

最後にこれらをまとめて、では、どんな

スローガンとしてやっていくべきなのか

というので、前回も書いてありました上の

四角い白い箱の中に書いてあるものを挙

げてあります。ただ、前回のに加えて、ま

ず前提として、水害は起こるという覚悟を

持つことがやっぱり大事なのではないか

ということで、この一言をここにつけさせ

てもらっています。キャッチコピーは、今

回の会議でも話し合うことになっていま

すので、ここは今回の会議などを通してで

き上がってくるものなのではないかと考

えています。 

簡単ですけれども、こんな感じでまとめ

てみました。 

○大橋座長 ありがとうございました。今の

柴田委員のほうから説明をいただいたの

ですが、いずれにしても、この４本の根っ

こ、それぞれ整理をさせていただいたとい

うのが現在でございます。それは、各委員

さんのそれぞれが出たやつを要約させて

いただいて、はめさせていただいたという

ような形でございます。ただ、それだけで

はなしに、本来ならば、公助の中で議論せ

んなんわけなのですが、住民はこういうこ

とをする、しかし、公助として、こうせな

いかんのではないかと、こうしてもらわな

困るやないかというところを、ここの根っ

この部分につけ加えさせていただいてい

るということですね。 

そして、今、柴田委員のほうが申し上げ

ましたように、太枠の中で、「水害は必ず

起こるという覚悟をもって」ということを

ここに入れさせていただいたという形が、

今回柴田委員に説明いただいたとおりで

ございます。特に今日までの議論を集約し

たという形になるわけでございますが、き

ょうここでもう少しつけ加えたらどうか

ということについて、自助・共助について

ご意見を賜っていきたいなと。その後、い

わゆるこの前に質問もございましたし、ま

た検討していただきたいなと言っており

ましたキャッチコピーについては、それぞ

れ委員さんのほうから、前もって送ってい

ただいた方もおられますし、またそれぞれ

きょう考えていただいている方もおられ

ると思いますので、最終的にそれを取りま

とめていきたいなと思うのですが、それま
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でに今の樹形図の中のこの４つの根っこ

のところについて皆さんのご意見を賜り

たいと思います。よろしくお願いします。 

 特にご意見が出ないようですので、この前

に宿題になっていましたキャッチコピー

というんですか、ここのところも一緒に入

らせていただきましょうか。どうでしょう

か。よろしいですか。 

  それでは、このキャッチコピーのほうが、

別紙のほうにもテーマ案として出してい

ただいております。私がこの前のときに、

若干こういう言葉もありますということ

で掲げた言葉があるのですが、あと杉本委

員さん、中村委員さん、成宮委員さんがこ

こに出していただいております。こういう

言葉にこれを絞るということは、大変いろ

いろどうしていって取りまとめていくか

という問題があるのですが、このキャッチ

フレーズのテーマについてご意見がいろ

いろあったらお聞かせいただいて、大体の

方向性が決まれば１つにまとめていけた

らなと、こう思っております。私と杉本委

員さんの中で、「水害は地域が守る」、「水

害を地域で守る」、ちょっと言葉の、基本

的には一緒なのですが、そういう言葉が２

つ出ておるわけですけれど、それぞれ各委

員さんのほうからまた出していただきな

がら、これをまとめていかせていただこう

かと思いますが。特に、石津委員さん、こ

の件についていかがでしょうか。 

○石津委員 石津です。私は座長の「人災ゼ

ロ、河童大作戦」というのをわくわくしな

がら思っておったのですけど、なかなか考

えが。私のほうとしましては、「先人の知

恵、対話が地域を守る」ということを提案

したいと思います。 

  もう１つ、内容は一緒なのですけど、「人

災ゼロ、先人の知恵が地域を守る」どっち

かにしたいなというようなことで考えて

きました。 

  以上です。 

○大橋座長 もう一遍おっしゃってくださ

い。先人の知恵を。 

○石津委員 「先人の知恵、対話が地域を守

る」。「人災ゼロ、先人の知恵が地域を守る」。

最初のほうを自分は。 

○大橋座長 はい、わかりました。次に北井

委員。 

○北井委員 私もちょっと考えてきたので

すが、大橋座長のほうから出ている、「水

害は地域が守る」というのを１つ、これは

いいなと思っています。どういうふうな内

容にしようかと思って、一応宿題になった

こともあって少し考えてきたのですけれ

ども、「覚悟でつくる滋賀の水害文化」と

いうことを考えてきました。 

○大橋座長 はい、ありがとうございます。

柴田委員。 

○柴田委員 柴田です。僕は、僕もちょっと

送ってなかったのですけれども、僕はずっ

と、ここでも出ている、「地域は地域で守

る」というのが一番しっくりきていて、ず

っと僕の中ではそれがあるので、それがテ

ーマでもいいのではないのかなと思って

いました。ただ、杉本さん、松尾さんでし

たか、「自分の命は自分で守る」という、

やっぱりそれ、「自分の命は自分で守る」

というのがあってもいいのかなとも思い

ました。 

○大橋座長 杉本委員、書いていただいてい

るので、これをもう一遍この内容について

説明いただけますか。 

○杉本委員 難しいなと思いました。例えば、

今柴田委員がおっしゃいましたように、

「地域は地域で守る」というのがありまし

た。座長と私とで「水害は地域が守る」、「水

害を地域で守る」と。この「は」と「が」

と「を」の話ですね。この３つが全部ばら

ばらになっていて、どれがいいかというの

は国語の問題かもわかりません。 

  以上です。 

○大橋座長 ありがとうございます。中村委

員さん。 

○中村委員 中村です。私は次のところに、

ちょっと説明文をつくっておりますので、

それを読んでもらったらと思いますけれ

ども、私は「水害文化」というのについて

は、我々であれば、それでもインパクトが

あっていいのかなというように思ったの

ですが、水害文化というと、一般県民から

はやはり抵抗があるのかなというふうに

思いまして、「地域防災文化」という形で

表現したほうがいいのかなと、こういうこ

とです。焦点は地域防災力を高めるという

ことに尽きるのではないかというふうに

思います。ただ、サブタイトルといいます

か、前置きとして、気象変動にするのか地

球温暖化にするのか、「まもる」という字

を戦いで「守る」のか、子供を抱きかかえ

て「護る」という字にするのかということ
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については、先ほど杉本委員がおっしゃっ

たように国語の問題と思いますので、皆さ

んの感覚の問題かなと、こういうように思

います。 

  地域防災文化ということ、文化というこ

とに重点を置くならば、初めのほうになり

ますし、防災力の向上ということになれば、

２番目になるかなと、こういうことで２つ

挙げさせていただきました。 

  以上です。 

○大橋座長 ありがとうございます。歯黒委

員さん。 

○歯黒委員 歯黒です。キャッチフレーズと

しましては、「人災ゼロ、河童大作戦」と

「人災ゼロ、琵琶湖大作戦」と両方「大作

戦」が、すばらしいと思いました。「水害

は地域が守る」というのも大変よいと思い

ます。 

  この下にあります、「探検、発見、ほっと

けん」なんですが、これは私たちＮＰＯで

使っている合い言葉なんですが、ここで使

っていただけるとうれしく思います。他の

ことはもう少し考えさせてください。 

○大橋座長 はい、松尾委員さん。 

○松尾委員 松尾でございます。キャッチフ

レーズというんですか、このタイトルにつ

きましては、私はやはりメッセージ性をし

っかりとつけていかなだめだと思ってお

ります。ここに、今皆さんの発表されたも

のとほとんど変わらないのですけど、私自

身は、「地域で命を守る水防大作戦」とい

うことをちょっと今考えております。いか

にしてメッセージを出すかということに

大変苦労をしているのが、この辺ではない

かと。 

また、話は少し変わりますが、先ほど根

っこの説明をいただきました。大変よくで

きております。けれども、これは県民が読

むと、ちょっと理解しにくい部分が少し、

私には感じました。もう少し優しい言葉で

言ってもらえないかなというのと、もう１

点、例えば、「全ての人々が」、また「若い

世代や新住民」という、同じことを含むと

思うのですけれども、これはやはり「関係

する全ての人」というよりも、「全ての人」

でまとめたほうが。また文章の文言につき

まして、特にこれに関しまして、「若い世

代や新住民」という決めつけた部分が出て

おりますので、できたら、「全ての人々」

という形で逃げていったほうがいいので

はないのかなと私、字句の訂正みたいな形

ですけれども、申しわけないですが。その

あたりをもう少し考えて文章もやわらか

くしていただけたら、ちょっと私は読んで

肩が凝りましたもので。 

以上でございます。 

○大橋座長 ありがとうございました。今、

そう飛び抜けていろんなキャッチフレー

ズは出なかったのですけれど、北井さんの

ほうから、「覚悟でつくる滋賀の水害文化」

というのがちょっとほかと違うというの

か、「覚悟」が入ったと。住民としては覚

悟をしなければならないことによって、水

害文化というのを見直したらどうかとい

う提案がございましたし、皆さん、大体似

た寄ったというのか、こういう言葉になる

のですが、いずれにしても、地域で守らな

いかんと。先ほど柴田委員が言われた、こ

の前のときの樹形図のときにも議論があ

ったのですけど、「地域が地域で守る」と

いう言葉に尽きるのではないかなと思う

のですけれども、それをどう、いろんな言

葉のあやだとか、やりとりはあるのですけ

れども、「大作戦」という言葉を入れるの

か、いわゆる「地域は地域で守る」という

基本の２つにするのか、どっちかになるん

ではないかなという感じがするのですけ

れど。もう少しこの件で議論いただけたら

なと思うのですが。 

  私はできるだけ長い言葉になるよりも、

短い言葉でまとまればという思いもある

んです。それと、文化という言葉を入れる

か入れないかという問題が、この前、文化

という問題についてはちょっと違和感が

あるなということも出ましたので、その辺

をどうなのかなという感じがあるのです

けれども。 

  「自分の命は自分が守る」、そうですけれ

ど、そこに地域と連帯というのか、共助の

部分を入れるということになると、やっぱ

り地域という言葉が入るのかなという感

じがするのですが。 

  先ほど、松尾委員さんのほうから、中の

問題について、根っこの問題という話があ

ったんですけど、先にこのテーマのほうだ

けで進めさせていただきますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

○杉本委員 皆さんの意見を聞かせていた

だきまして、わかりやすく、メッセージ性

を入れると。ぱっと見たとき、これは一番
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いい案ではないかと私は思いました。以上

です。 

○大橋座長 どれですかね。 

○杉本委員 ここの言葉の中に、ぱっと見て、

メッセージ性ということは「地域は地域で

守る」、これはメッセージが入ってると思

います。例えば「人災ゼロ、琵琶湖大作戦」

はメッセージに、そういう意味が入ってい

ません。ということで、全部入ってるほう

がいいのではないのかと思うので、例えば

の話、「人災ゼロ、琵琶湖大作戦」を取り

下げます。メッセージ性を中心にしますと。

ということです。 

○大橋座長 今杉本委員さんのほうからい

わゆるメッセージでまとめたらという形

で、杉本委員さんの「琵琶湖大作戦」とい

うのを取り下げるというご意見が出まし

たが、その他。はい、柴田委員。 

○柴田委員 柴田です。僕が単純に好きだな

と思ったのは、さっき石津委員がおっしゃ

った「対話が地域を守る」という言葉があ

りましたけど、「地域が地域で守る」、要す

るに、コミュニケーションしないといけな

いので、「地域が地域を守る」と言われる

よりも、その地域同士の対話が地域を守る

んですよというのではわかりやすいのか

な。確かに、対話だけではないのですけれ

ども、１個ですごくわかりやすいのではな

いのかなと思いました。 

○大橋座長 石津さんの今テーマでありま

す「先人の知恵、対話が地域を守る」、「人

災ゼロ、先人の知恵が地域を守る」か、い

ずれにしても、先人を入れて、対話という

形で地域を守ろうという言葉がいいかな

というご意見が出ましたのですが。 

  柴田委員が今言われた「先人の知恵」と

いう言葉も検討した状態があるのですが、

この中身に中に、先人と知恵を生かすとか、

いろいろな状態が出てるのですね。対話と

いう状態は出てないかわからないですが、

対話だけでいけるのかなということを思

うと、対話だけを重視して何するのかとい

う状態にとられるのではないかと思うの

で、いわゆるストレートに「地域は地域で

守る」とかのほうが響きがいいのではない

かなという感じがするのですけどね。どう

なんでしょう。 

  はい、中村委員。 

○中村委員 私は、現代の災害の状況等から

いうと、やっぱり気候変動とか地球温暖化

というのは、少し入れておかなければ、ピ

ンぼけみたいな感じにとられないかなと

いうことをちょっと心配しています。確か

に長いので、抵抗があるかもしれないんで

すが、ということで思います。もちろん地

域防災文化というか、向上というかは別と

して、地域防災力の中には、「自分の命は

自分で守る」、「逃げるが勝ち」とかと言う

てるように、そういうふうな意味と、協働

して避難をするとか、というふうな意味と

２つあると思いますので、２つ一緒に含め

た言い方のほうがいいのかなということ

で、別段、県土とか県民を守るとかという

ようなことを入れなくても、地域防災力と

いうか、地域、そういう、水害というより

か防災ということで表現をするというこ

とと、現代の気候変動というか地球温暖化

というか、そういうふうなところを少し入

れるような文言にしたらどうかなと。自分

の書いたものはこれで完璧とは思ってま

せんので、訂正してでもそういうふうな文

言を入れたものにすればいいのではない

かな、というふうに思っております。 

○大橋座長 水害から県民とか県土とかと

いうことは抜いて、より地域防災文化を育

むとか、いわゆる地域防災という言葉を入

れたらどうかなというのが中村委員さん

のご発言がございました。 

  いずれにしても、この件につきまして、

きょうここで１点絞らせていただくわけ

ですけれど、これはすぐ県のほうも、いわ

ゆる知事のほうに提案する最終ではない

ですので、ひとつここで１点に絞らせてい

ただくということで、あと、次回の会議

等々でこれまでにもうひとつ、こうしたら

どうや、それええなということでみんなに

賛同いただけるという形でさせていただ

くならば、私が提案させていただくのは、

「地域は地域で守る」。柴田委員がちょっ

と説明していただいたこの言葉が入って

いるのかな、そうか、根っこに入ってるわ

けやな。１つの根っこの中に。ということ

は、「水害は地域が守る」か「水害を地域

で守る」か、ちょっと言葉の何はあるので

すけれども、これにさせていただいて、き

ょうのここでは仮ということでさせてい

ただいておいて、もう少し議論が出るよう

でしたら、次のときにまたこれを決定して

いくとかという形でさせていただいたら

いかがでしょうか。 
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○杉本委員 基本的にはそれで私も賛成な

のですが、さっき中村委員がおっしゃった

「気象変動に」というサブコメントをつけ

てやってもらうと、説明がいいなというふ

うに感じました。 

○大橋座長 確かに、気象変動というのを、

どうここでテーマの中で入れていくかと

いうのが非常に難しいんですね。先ほど言

われたように、地域防災文化の中に全部入

るのかという形になると、どうかなと思っ

たりするのですが。この前の８月末からこ

の９月にかけて、ゲリラ暴風雨が頻繁に日

本全土でも起こりました。これは一時的で

はなしに、これから地球温暖化の問題でこ

ういうことは再三起こるのではないかな

と、そのときの対応はどうするのやという

状態やら、物すごく幅広いことに取り組ま

ねばならない問題が出てくるのではない

かな。純粋に今の県が考えていただいてお

ったいわゆる治水、洪水の状態からどう身

を守っていくのだということの原点をす

るならば、要するに、単純に「地域は地域

で守る」という形の中にするなら、水害は

地域で守るのだ、その覚悟を持って住民は

取り組むのだという形につながっていく

かなと。いわゆる短き文章でつながってい

くのかなという思いがあったので、ここを

入れさせていただいたのでございますが。 

だから、今、中村委員のおっしゃったよ

うに、やっぱりこれからの気候変動等々に

ついてはどう織り込んでいくかについて

は、欲張ったらここに切りがないんではな

いかなという感じもしますので、こういう

形でとりあえず、きょうのところはこれで

おさめさせていただきまして、「地域は地

域で守る」のか「水害を地域で守る」のか、

この辺はまた言葉のやりとりがあります

ので、「地域で」か「地域が」守るのか、

この辺はちょっとまた議論のあるところ

かと思いますので、いずれにしても、この

水害は地域で守るということを置かせて

いただけたらどうかなと思います。 

 この件について、アドバイザーの多々納先

生もおられますので、若干私はこれは、き

ょうはこのテーマでおさめさせていただ

いて、いわゆる次回に持ち越そうと。持ち

越すではないのですけれども、提案があれ

ば変更するということを思っていますが、

ちょっとアドバイスいただきたいと思い

ます。 

○多々納アドバイザー 僕がしゃべるとや

やこしくなるので申しわけないのですが。

全体を見渡して見て、その下に「地域づく

り」といっぱい書いてあるんですよね。そ

この根っこのところにいろいろなそれぞ

れのパートの話が書いてあって。一番上に

何を書くか。確かにメッセージをぽんと１

つ書いておくというのもあるのですけれ

ども、これ全体は何なんだということなん

ですよね。提言だということかもしれない

のですけれども。提言というのは、この委

員会からどこかに出して、知事に渡すとか、

そういうようなところで終わってしまう

ものなんですけれども、せっかく住民会議

ということなので、県民からの宣言だとい

う形になるといいかなと、こう思ったんで

すね。 

  だから、何々宣言というのがあって、そ

この下に、例えば「地域は地域で守る」と

か、「近江の地域づくり」とか、何かわか

りませんけど、何か幾つかの重要な言葉を

サブタイトルでつけていただいて、その上

に「何とか宣言」というふうになると、よ

りよいなと思って聞いていた次第です。 

 だから、何かそういう形で私たちの思いと

してまとめました。ここの具体的な中身は、

まださっきもいろんな議論が出ていると

ころですから、座長のおっしゃったとおり

に次回までにもうちょっと検討したらい

いかと思うのですけれども、できたらその

あたり、宣言みたいな形を入れてきたらど

うかと私はご提案を。 

○大橋座長 確かに多々納先生からおっし

ゃってみれば、この「水害は地域が守る」、

これは日本全国どこでも同じではないか

なとするならば、例えば琵琶湖、滋賀とい

う状態を入れるのだったら、近江のとか、

何か個性、滋賀県独自の状態を入れていく

というのがないではないかとご指摘され

ているような感じがしますので、その辺は

とりあえず、宣言文という形の中に、どう

織り込むか、とりあえず今皆さんの大体の

集約というのか、いわゆる地域で守ってた

地域性というのが大事やという形が出ま

したので、これを置かせていただいて、次

回にもう１回か２回あるようですし、次回

ぐらいに大体皆さんのきょうのこの状態、

テーマがもう少し肉づけしたらどうや、こ

の地域の個性を出したらどうやと、滋賀県

の文化としてどうやというような状態を
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折り込んでいくという形でおさめさせて

いただきたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

（賛同の声あり） 

○大橋座長 はい、ありがとうございました。 

 それでは、もとに戻るのですけれど、この

４本の根っこ、ここで先ほど松尾委員さん

のほうから、ちょっと抵抗感を感じると、

いわゆる若い世代とか、新興住宅地の云々

と書いてる問題については、ここは「全て

の人々」という形で訂正したらいかがなも

のですかと、いわゆる風当たりがきつくな

るのではないかという違和感を感じると

いうことでございます。 

  その他、特にここの点については、松尾

委員さんのお考え、そういうことですね。 

○松尾委員 はい。文章の関係で、いろいろ

な語句を使っていらっしゃいますので、そ

れに対して少しまとめたほうがいいので

はないかなと。例えば「関係する全ての

人々」というのがありますし、「若い世代

や新住民へ」と、こういう、これは「全て

の人」で、若い人ばっかりが関心がないわ

けではないし、「全ての人」で逃げていっ

たほうがいいんではないかなと、私はそう

感じて述べさせていただいておるんです。 

○大橋座長 松尾委員さん、この後の、樹形

図の裏に書いてる何ページ目かちょっと

おっしゃっていただけませんか。 

○松尾委員 済みません。根っこの１のとこ

ろです。一番上から２行目。目指す姿で、

「関係する全ての人々が」と書いてますね。

それは「全ての人々」でいいのではないか、

こういう単純な私の考えでございます。 

 例えば、次のとこで、「特に関心が薄い若い

世代や新住民へと繋げる」という形になっ

てますが、それもやはり。 

○大橋座長 それもなくてもいいと。 

○松尾委員 はい。それをやはり「全ての人」

でいいのではないかなと。若い人ばっかり

ではないし、新住民ばっかりがという感覚

でちょっととらえていったほうがいいの

ではないかなと私は文章を読みました。 

  もう１つ、お聞きしたいんです。このキ

ャッチコピーの下にある「水害は必ず起こ

る覚悟をもって」という形で３つ書いてま

すけれども、私は２番目を一番上に上げた

ほうがいいんではないかなと。このあたり、

やはり少し考えて。もうちょっとこの「元

気な地域づくり」もちょっと私には、わか

らんことはないんですけれどもっとダイ

レクトに言ったほうがいいのではないか

と思います。例えば、「安心安全な地域づ

くり」といった、ありふれてますけど、そ

れでいいんではないかなと思ってみたり、

字句の訂正みたいでまことに申しわけな

いですけど、この順番もやっぱり１番がこ

れで、２番がこれで、３番がこれというの

は少し検討すべきではないかなと思って

います。 

以上です。 

○大橋座長 今、松尾委員さんのほうからご

指摘をいただきました。「知恵を広める」

という第１の根っこのところ、わかってい

ただけましたかもわかりませんが、目指す

姿の中で、２段目、「関係する全ての人々」、

いわゆる「避難行動ができるように、関係

する全ての人々」の「関係する」は必要な

いんではないかということと、その次の段

の赤いところ、根っこの３段目のところの

一番最終の上に、「住民が知ることができ

るように工夫する」その後に、「特に関心

が薄い若い世代や新住民へと繋げる」とい

うのか、ここのところは削除してもいいの

と違うかと。「全ての人々」という形でし

たらいいかというご指摘であるんですが、

柴田委員、何かございますか。 

○柴田委員 特に「関係する全ての人々」は

「全ての人々」がいいと思いますし、この

若い世代に関しても、何で書かせてもらっ

たかというと、その新興住宅だとか、そう

いう議論が盛んに行われていたので、ここ

は１個特筆すべき点かなと思って書かせ

てもらっているので、それぞれの章がもち

ろん重要なので、確かにそういう、なくて

もいいのかなと思います。で、また、「特

に関心の薄い若い世代」というのは、実は

もう１個下にも書いてあるんですね。専門

家・行政のところにも書いてあるので、こ

の点は、「全ての人々に繋げる」という、

みんなが大事なんだよという意味では要

らないかなと思います。 

○大橋座長 わかりました。この件について

は、大分議論の中で、一番流域の中でも、

いわゆる今日まで長く住んでおられる方

については、何回も経験をされているもの

だからということで、経験的に十分理解で

きると。ところが、新しく来られた人には

そういうことまでわかってないのではな

いかということで、きちっと説明せないか
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んのと違うかと、また理解していただかな

いといけないのではないかという意味も

含めて、ある程度強調したというような状

態が出ていたと思いますが、確かにこれは

重複している点もございますし、この言葉

については、割愛させていただくというこ

とで整理していきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○中村委員 この「特に関心が薄い若い世代

や新住民へと繋げる」と、こういう表現は、

確かにちょっときついと思うんですけれ

ども、やはりどちらかというと、関心が薄

い若い世代とか新住民というのは、やはり

問題点としてきちっとあるわけで、そうい

うところに問題があるわけですから、やは

り表現を和らげて置いておいたほうがい

いのではないかなと私は思いますけれど

も。やはり昔からお百姓さんをやって、地

域で水害の経験をされているところと、そ

うでない新しく入ってきた人間であると

か、また若い方々、特に新興住宅の中の若

い人というふうになるのだとは思うんで

すが、そこらについては、やはり問題はあ

るというふうに認識してるわけですし、特

にというと何となくちょっとひっかかる

かなと思いますけれども、どちらかという

と関心の薄いと、こういうふうな表現にす

れば、そんなに問題はないのではないかと

いうふうに思いますけれども。 

○大橋座長 中村委員が、この部分をもうち

ょっと言葉を和らげてという言葉がある

のですが、その下の白いところに、３つ目

ですか、「子どもたち、親たちの若い世代

に知恵を広げるため」という言葉が入って

いるんですね。ということですので、この

根っこの大きいところは削除してもいい

のかなと、こういう意味なんでございます

ので、全部削除せよということではなしに、

そこのところはそのまま残しておくとい

うことでよろしいのではないかと思うん

ですが、いかがでしょうか。 

○中村委員 やっぱり日野川でも見学をさ

せていただいたときに、やはりまたラジオ、

テレビでも放映されてたときに、やはり新

住民については、ここが水害があったとこ

ろであるということについて十分認識を

してないというところがあるので、やはり

問題ではないかというふうな議論があっ

たと思います。そういう議論からいくと、

やはりこの３行目に書いてあるのは、「親

たちの若い世代に知恵を広げる」と、確か

に若いという意味ではダブっております

けれども、ここではやはりそういうふうな

知恵なり水害経験なりを、情報をつないで

いくという意味で、若い世代にも、新住民

にも、やはり入れておかないといけないの

ではないですかね。 

○大橋座長 中村委員、わかりました。そこ

の場所に、上の赤い項目のところのやつ、

「関心が薄い若い世代や新住民」というこ

とをここへ、この言葉の中に３行目に入れ

たらいいわけですね。いわゆるこの上のと

ころは割愛させていただくとして、この３

行目のところ、「子どもたち、親たちの若

い世代に知恵を広げるため」と書いてます

が、ここにこの「新住民」とかそういう言

葉を入れるということではだめなんです

か。ちょっと違いますか、これはこのまま

上で残すということで。 

○多々納アドバイザー 中村委員のおっし

ゃることは、まさに重要な点だと思います。

ここの中の具体的な内容の中に入ってな

いと僕は思います。だからそれを入れるべ

きだと思います。例えば、まだ今、練れて

ないですけれども、新規に地域へ入ってく

る人々に水害の危険や対応策をきちっと

伝えるということだと思うんですけれど

も、そういう明確な文言をどこかに入れて

おく必要があると。それをしておけば、上

のは多分、関心は薄いかどうかわからない

ので、抜いてもいいと。ただ、関心の薄い

というよりは、知らない人をいなくしない

といけないと、そういうことですよね。知

りたいと思っているのに知らない人がい

るのはだめだということをむしろ書くべ

きだと思うので、だからそれは多分上のほ

うにある程度書いてあるのかもしれない

です。言葉としてどうかわからないけれど

も。ただ、まだまだそうやってここを消し

ていただいて、そのかわりさっきの一番こ

この、１つ目の白いところの中に、新規に

地域に入ってくる人々に水害の危険や対

応策を伝えると、方策を持つとか、何かそ

ういうようなことをちゃんと入れておい

ていただければいいかと思います。 

○中村委員 はい、結構です。 

○大橋座長 それでは、今アドバイザーにご

指摘いただきましたように、赤のところの

この文章は削除するにしても、もう１行、

いわゆる新しく来られた住民に対して、水
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害の危険性というのか、そのことを知って

いただくという文言をここへ追加すると

いうことですね。 

○中村委員 はい。 

○大橋座長 それでよろしいでしょうか。中

村委員、よろしいですか。 

○中村委員 ええ、結構でございます。 

○大橋座長 それでは、ここにその文章を追

加させていただくということでよろしく

お願いしたいと思います。 

○多々納アドバイザー せっかくだから、こ

れはやっぱりじっくり上から見ていった

らいいのではないかなと思うんですね。時

間がどれだけあるかによるんですけれど

も。それで、ばあっと見ていって気になる

ところがあれば、その都度言ってもらった

らいいと思うんですが、僕がちょっと気に

なるのは、白いところの２個目なんです。

本当は僕も見せてもらったらそのとき言

えばよかったんですが、「図上訓練（ＤＩ

Ｇ）」というのを行ったりすると書いてあ

るところ、これはＤＩＧとは、多分ディザ

ス タ ー ・ イ マ ジ ネ ー シ ョ ン ・ ゲ ー ム

（Disaster Imagination Game）のことで、

図上訓練と一緒ではないですよね。だから、

こんなことを書いてもわからないからＤ

ＩＧだけ消しませんか。それはいっぱいほ

かのところにあるので、そういう意外と冗

長な表現が多いんです。だから、それが逆

に手づくり感が出ていてよいなと思うの

ですけれども、余り多いとちょっと気にな

るかなと思うところがあります。ちょっと

見ていただいて、そういう細かいところを

今修正してしまえば、もう恐らく終わりだ

と思うんですけれども。 

○中村委員 そういう意味でよろしかった

ら、組織のところで、ともに行動するとい

う部分が少しないのかなと。例えば、助け

合うとかいうのはあるんですけれども、や

はり理論よりも行動というのか実践とい

うのか、そういう意味で、やはりともに、

ただ連携するだけではなしに、行動をとも

にするということが少し抜けているのか

なというふうに思うんです。これは少し入

れていただけたらなというのと、「出前講

座」という言葉が、実際に我々が思ってい

るような意味できちっと伝わるのかなと

いうふうに思うんです。住民説明会という

のか、もう少しわかりやすく言うたほうが

いいのではないかなというふうに思いま

す。ちょっと、確かにそういう言葉が大分

敷衍化しているかなとは思いますけれど

も、少し無理があるのではないかなという

ふうに、ちょっと思いましたのですけれど

も。 

以上です。 

○杉本委員 言葉の問題なんですけれども、

「知恵を広める」のところでちょっと。「専

門家・行政は、地域に出向いていって出前

講座を繰り返し行う。」と、この専門家と

いうイメージがどんなものかというのは

ちょっと固めたいなと思います。 

○大橋座長 どなたかご意見をいただけれ

ばと思いますが。 

○柴田委員 柴田です。専門家のことなんで

すけれども、これを書いたときの僕らのイ

メージとしては、大学の先生だったりとか、

研究機関のそういう研究者を初め、ＮＰＯ

とかでそういうアドバイザーみたいな感

じで防災に関していろいろ活動されてい

る方だとかをイメージしています。それで、

そういった方のお話を聞く機会だとか、こ

ういうのがいいですよということを教え

てもらう機会というのを、この出前講座と

いう言葉で表現させてもらっているので

す。防災のことを伝えて、勉強会はしてい

ったほうがいいのではないのかという格

好です。よろしいでしょうか。 

○大橋座長 済みません、よろしいですか。

例えばの話、多々納先生にお聞きしたいの

ですが、専門家が、先生の場合ですと、出

前講座を繰り返し行うと言ったら、もうそ

うだねという話になりますか。 

○杉本委員 人による気はしますけれども。

と、私は思うんで。 

○多々納アドバイザー いやいや、繰り返し

やっておられるような人もおられますが、

みんながするわけではないですね。 

○杉本委員 はい、ということで、あれだっ

たらみんながする感じになるかなという。 

○多々納アドバイザー 「行政が地域に出向

いていって」とか「専門家や行政が」でも

いいですけれども、「地域に出向いていっ

て講義を行うような（出前講義をする）」、

せこいですね、重複する部分を。そういう

ことですかね。繰り返し行うというのも、

確かに少し難しい表現かもしれないです

ね。だけど、ただ、逆にこれは、ずっと詰

めるのだったら多分行政の方々のほうが

ずっと得意なんですよ。だからあんまり、



2008.9.11 滋賀県流域治水検討委員会第 6回住民会議 

 

- 11 - 

ある程度その手づくり感といいますか、そ

ういうものが残っているほうが、かえって

いいかなとは思うのは思うんですけれど

もね。ただ、意味がわかりにくいとつらい

ですから。でも、出前講座はわかりにくい

ですね。出前講座は説明を入れるとするな

ら、「出向いて講義をする」、「講座をする」、

「出向いていく」と、行政が出向いていっ

て講義を、でもこれは宣言だから、逆にこ

っちから、住民から言うんだから、「に」

と書いてもいいですね。「専門家や行政に

地域に来ていただいて講義を受ける機会

をふやす」とか、そんなのでもいいですね。

順番を入れかえるなりされたらという。 

○中村委員 勉強会とかね。 

○多々納アドバイザー そう、勉強会。 

○中村委員 わかりやすく言うたほうが、ち

ょっと出前講座というのは、少し私は、あ

んまり使ったことがないのでわかりにく

いのかいなと。何か偉い先生が来て研修会

をするのかなというような感じを受ける

ので。 

○多々納アドバイザー そこはすごくわか

ります。だから、それを上手にしましょう

よ。これはだから要するに、地域がみずか

ら勉強しますと書いたらいいですね。 

○中村委員 そういうののほうがいいかも

わからない。勉強会というのがいいのかど

うかはわからないですが、好き嫌いもある

と思うから。 

○多々納アドバイザー 勉強会で勉強しま

すというような言葉に、このあたりを直し

て、行政の方がすることを書いているんで

すね、ここは。 

○柴田委員 そうなんです。それで、一応住

民がしないといけないというのはその上

に書いたつもりで、それで行政にしてもら

わないといけないというのを下に書いて

あります。 

○多々納アドバイザー では、上に勉強しま

すと書いたらいいんですね。上に勉強しま

すと書くときは、それは勉強の機会を、出

前講義、出ていって講義をしたりして勉強

をサポートしますとか書いておけばいい

ですね。 

○大橋座長 そうですね。文言がちょっと、

行政用語と住民からの考え方の状態がち

ょっとごっちゃになっている点があるん

ではないかと思いますが、この行政、専門

家、行政というのはいわゆる行政側からし

ていただきたいと望むことでありますし、

それで住民からは進んでこれをするとい

うことと、２つがありますので、それがち

ょっとごっちゃになっているかなという

ような感じはするんですが、確かに出前講

座、最近よく言われるんですけれど、出前

講座と言うよりも勉強会のほうがわかり

やすいということは、確かにそのほうがわ

かりやすい。いわゆる県民みんなにわかっ

ていただけるのではないかなと。出前講座

と言うとちょっと何かぴんとこないとい

う声が出るかなという形で、出前講座とい

う言葉を、勉強会というわかりやすい言葉

にかえるということは必要ではないかな

とは思いますね。 

○中村委員 何か嫌々してやっているとい

うような感じに受け取られないかという

ふうに思うんですね、出前講座というのは。

出ていってやるというような。 

○多々納アドバイザー 地域で行われる勉

強会を積極的にサポートするとか。 

○中村委員 実際専門家ということについ

ても、行政がやる場合に、大学の先生もお

招きして、スペシャリストとしてやってい

ただくということになるのでね、特に要ら

んのと違うかなというふうに僕は思いま

す。大学の先生が積極的に何か地域に入っ

ていくということは無理だと思います。 

○多々納アドバイザー ないことはないで

すけど。 

○大橋座長 これはそういう意味の議論で

はなかったと思うんですよ。要するに、今

まだこの、いわゆる治水に対しての認識が

非常に全体的に薄いのと違うかという形

で、一方的に地域のほうで、そういうふう

にやれる地域もあるかもわからないけれ

ども、全体的にはなかなかいかんので、だ

から組織をつくるにしても、トップダウン

ででもつくっていかないといけないのと

違うかというご意見があったように、そう

いう点でやっぱり行政としての考え方と

いうことを、きちっとやっぱり、集落、地

域に根をおろしていくということについ

ては必要やないかなと。そのために出前講

座は、行政なり専門家の皆さんについては

やっぱり繰り返していただくということ

が必要やないかということの議論があっ

たと思うんですが、そこのところがここに

出ているので。 

それから、言葉のことは「勉強会」に切
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りかえるのは何ぼでもできるのですが、確

かに言葉が、「出前講座」と言うとどうい

うことやということになるので、「勉強会」

がふさわしいかなと思うんですが。基本的

にはやっぱりその、こういうことをしたい

ので来てくれ、行政が来てほしい、専門家

が来てほしいというところの地域という

のは、そんなにまだまだ少ないのではない

かなと。大半は行政のほうから出向いてい

って説明せんことにはなかなか理解して

いただけてないというところが一番大き

いので、こういう形に取り組ませていただ

いているということがあるわけなんです

が。 

それが、今日まで５回もやってきた中で、

恐らく出前講座も何回か出てます。勉強会

ということもあったかもわからんですけ

れども、何回か出ているんです。そういう

状態を、だから、皆さんそれぞれの言葉を

大体集約させていただいたという形で、こ

ちらが一方的に書いたわけではなしに、皆

さんの議論の中で、こういう言葉がかなり

出とるなという形の状態を取り上げさせ

ていただいているということは。 

ただ、まとめとして今おっしゃったよう

に県民の皆さんにこれを渡した場合に、も

うちょっとここを、違和感のないわかりや

すい文章に変えたらいいのと違うかとい

うことが幾つか出るのではないかなと。こ

のことは、確かに今改めて反省しているよ

うな状態でございますし、これを本当に一

つ一つ、根っこの部分を一つ一つやってい

くことがいいかと思いますけれども、そう

いう面もあって１週間ほど前にこの資料

を渡させていただいて、本当にご指摘いた

だけるものがきょうあったらなというこ

とで、進めさせていただいておるんですが。

初めからこれをずっと、一からこの文言が

どうやこうやという状態でいったらいい

のですけれども、ちょっと時間的な状態も

ございましたので、そういうことを割愛さ

せていただいて、１週間前に手元に送らせ

ていただいていると。そこでちょっとご指

摘いただける点をピックアップしていた

だいて、きょうここでまとめていただいた

らと、こういう思いがあったということで、

ちょっとご理解をいただきたいなと思う

のでございます。 

○多々納アドバイザー それでもなお、まだ

引き続きですか。 

○大橋座長 はい。 

○多々納アドバイザー 

 今のところはもうこれでほぼ終わりだと僕

は思うんですよ。これでご同意いただけま

せんか、だからこの「行政は」の前に、も

う１個「行政は」という文章をつけまして、

「行政は地域での何々に対する」とつけた

ほうがいいかどうかわかりませんが、地域

での勉強会を支援すると。 

○大橋座長 １行だけ入れますか。 

○多々納アドバイザー その下にはそのま

ま、行政は地域に出向いていって、出前講

座などの勉強会を繰り返すと。そしたらわ

かりやすくなると思います。その下の文章

もちょっと申しわけないですが、ついでに

直します。勉強会などでは、「するなど、

視覚的・感覚的にも情報を伝える工夫をす

る」と、「伝える」の後に「工夫をする」

とつけたらいいかなと思いますが。 

  だからこれ、今のやつも３段分にしまし

たけれども、個別にしたらわかりやすくな

ると思うのですけれども、どうでしょうか。

いいですか。 

○中村委員 はい、私は。 

○大橋座長 はい、わかりました。今特に、

歯黒委員さん。 

○歯黒委員 住民に伝えるというところで

すが、一部「子どもたち、親たちの若い世

代に知恵を広げるため、これらの活動を学

校教育の場でも行う。」とあります。学校

教育の場ではやりやすいと思いますが、地

域で行われる行政などの出前講座や説明

会になると、全部夫が出ていきます。しか

し、家族に報告がありません。また、子供

が学校で受けてきても報告はありません

ので、参加されない方はわからないと思い

ます。家族全員にこの防災の講座がわかる

ように、たとえば婦人会や老人会、若い世

代の会などに、きめ細かな説明が大事かと

思うんです。 

  ふだん旦那さんは勤めに出られますし、

子供は学校へ行っていますし、会社、学校

ではそれなりの防災教育ができてますが、

家に残っている者はどうすればいいかわ

かりませんので、地域や団体で行うよう、

また個人につながるよう一言つけ加えて

いただければと思います。 

○大橋座長 歯黒委員さん、今の「学校教育

の場で行う」という言葉になっているので

すが、ここの文言をもう少し各種団体とか
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そういう文章を入れるということですか。 

○歯黒委員 はい。 

○大橋座長 ということは、これらの活動を

学校教育や各種団体組織にも広げるとか

いうことを文言に入れようと。 

○歯黒委員 はい、そうですね。 

○大橋座長 はい、中村委員。 

○中村委員 今歯黒委員がおっしゃったの

では、特に外に出ない人という意味をやは

り強調される必要があるのではないかと。

各種団体となると、それもやっぱり男の人

が出てくるので。社協であっても民生委員

であってもやはり、やはり女性の方もおい

でですけど、どちらかというと男性が多い

から、やはり女性というか主婦というかで

すけれども、ちょっと例として、学校教育

だけではなしに、女性は少なくとも入れて

おく必要があるんではないかなと。主婦と

いうか、家庭においでの方、そういう意味

でとるほうがいいんではないかなと思う

んですけれども。各団体と言ってしまうと

やっぱりそれも男だけが出席するという

ことになると思います。 

○歯黒委員 男とか女とか言いますと、男の

人でも会議に出られない方もおられます

が、各種団体になると女性も参加されてい

るところがありますので、そういう表現の

仕方ではないほうがよいと思います。 

○大橋座長 いろいろ議論があるわけで、確

かに女性の方に情報が伝わりにくいとい

うことは現実あるかもわからないのです

けれども、しかし表現の仕方としてどうい

う文言を入れるかということになって、今

歯黒委員さんのほうから、いわゆる各種団

体とかのほうでいいのかなというような

状態が出ているのですけれども、この学校

教育の場を入れたのは、やっぱり子供のと

きから水害の怖さと、いわゆる川に親しん

でいただかないといけない上に、またいい

面、悪い面、怖い面があるというような状

態も知っていただかないといけないとい

うこともあって、特に地域でいろいろ議論

してても、学校の中ではそういう水害の問

題について取り上げることもないという

形であったということで、これが出たんや

ないかなと思うんですけれど、今歯黒さん

がご指摘されたように、もっとほかの広い、

広げたらどうかということの言葉をここ

に入れさせていただくということで、歯黒

さん、よろしいですね。 

○歯黒委員 はい。 

○大橋座長 中途半端な状態になっている

んですが、いろいろときょう、聞くだけ聞

かせていただくということになると思い

ますけれど、後でまた整理はさせていただ

きますが、特にご意見がございましたらよ

ろしくお願いしたいと思います。 

  はい、松尾さん。 

○松尾委員 ちょっと次の、下のほうに入る

んですけれども、白い部分のところでござ

いまして、「地域は、地域にある半鐘・ス

コップ」云々と書いてある部分ですね、こ

こにございますね。「地域は、地域にある

半鐘・スコップ」部分と、この下も同じよ

うなので、これを一つにしてはいかがかと

思っております。例えば、地域の気づき情

報で括弧をして、半鐘云々をずうっと書い

ていきまして、お地蔵様まで括弧をしまし

て、水防活動や避難の判断を行うことも大

切であるという、こういうような文面で、

２行に分けなくてもいいのではないかな

と思ったんですが、いかがでしょうか。 

ちょっと読みます。「地域の気づきの情

報（半鐘・スコップ・太鼓などの音、連絡

網を使って情報伝達を行う、お地蔵様など

のわかりやすい目印を使って）水防活動や

避難の判断を行うことも大切である」と、

こういうぐあいに１つの文章でいいので

はないかなと思っておりますが、どうでし

ょうか。 

○大橋座長 今第１の根っこの部分の下か

ら３つ目ですか、今ちょうどパワーポイン

トに出てますここの場所なんですが、松尾

委員さんのほうはこの２行、「地域は、地

域にある半鐘・スコップ・太鼓などの音、

連絡網を使って情報伝達を行う。」と「地

域は、地域のお地蔵様などの分かりやすい

目印を使って、水防活動や避難の判断を行

う。」と、ここの状態を一つにまとめられ

ないかというようなことでございます。 

例えば、半鐘やスコップや太鼓というの

は、いわゆる地域の気づき情報、気づきの

情報がみんなに理解していただけるのか

どうかというのが。その中で、例えば半鐘

やとかスコップやとかを括弧で入れると

いう形で、ここが１個にできないかという

ことでございます。 

はい、中村委員。 

○中村委員 これは、私が思うのには２つは

意味が違うと思うんですよね。１つは情報
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を伝える、水が出ますよ、雨がたくさん降

りましたよという連絡であり、下はやはり

避難をするための情報としてお地蔵さん

のここまで、首まで来たらという、過去に

そういうふうな、なかなかいい知恵を出し

ているなということで、いいと思うんで、

やはり２つは別のことではないかなと思

うんですがね。だから、２つ一緒にしてお

いたらいいんではないかと。 

○松尾委員 多分ね、読んだ人はね、県民は

こんなの一緒くたでしょう、分けて考えな

いでしょう、と私は思っておったわけです。 

○大橋座長 今１つは情報伝達の方法であ

ると、１つは避難の判断を仰ぐやつだから、

これはもう中身は別個やないかという形

のご議論があったわけなんですが、いわゆ

るこの中に入れるのは、先ほど松尾委員さ

んがおっしゃったように、半鐘だとかスコ

ップだとか太鼓というのは、いわゆる気づ

きの文化というのか、その形を言おうとさ

れている、それは下のお地蔵様なんかも地

域の気づきの言葉とかいうことに、２つと

も相関があるんですが、避難の判断を行う

のと情報伝達を行うという形の２つのこ

とをここで書いてますのでということで、

この半鐘・スコップ・太鼓の言葉でも、い

わゆる地域の気づきという言葉にかえて、

括弧をして半鐘・スコップなどにするか、

こういう形で、例えばお地蔵様なんかも、

お地蔵様だけではなしに、もっとほかのこ

ともあるかわからんから、地域の気づきと

いう形にして、お地蔵様などという形、括

弧でお地蔵様という形にするという形で

整理させていただくのはどうなんでしょ

うか。 

○柴田委員 ここは、一応その気づきの情報

というよりも、災害の起きる直前に、いざ

というときにどうするのだという、どうや

って情報を伝えるのだというのをそこに

書きたかったという意味があって、それで

今までの、今までのというか今あるそうい

う行政とかが出しているデジタルな情報

とかだけではなくて、地域独自のそういう

昔からアナログのものも使って情報伝達

をするなり、判断の基準にしたほうがいい

んではないかということで、ここに書かせ

てもらっているのですけれども。 

○多々納アドバイザー 今の言葉で大事な

言葉が入ってないということがわかった

と思うんですが、大事なのは、ここではこ

こにいる、ここの文脈を共有している人は

わかるのですけれども、お地蔵様などのわ

かりやすい目印と書いてもわからないで

すよね。それで、半鐘などの音を使っても

わからないですよね。 

だから、これは実は何が言いたいかとい

うと、地域は避難などの情報を伝える独自

の工夫をしましょうということなんです

よね。それで、例えば地域にある半鐘やス

コップ、太鼓などをたたいて音で知らせる

などとか、そういうことを書いておけばよ

いのであって、そういうふうに書いたほう

がメッセージが明確でしょう。それで、下

のほうも同じなんですね。地域は、これは

何というふうに書いていいか、僕もちょっ

とわからないですが、地域は水防活動や避

難の判断を行うための、独自のやはりこれ

は工夫をするんですと。それで、例えば水

の近くにあるお地蔵様を目印にしてその

判断をしましょうとするとか、あるいはど

こどこの例とかを書いてもいいですけれ

ども、そういうふうにしたほうがわかりや

すいのはわかりやすいと思います。 

○中村委員 だから、知らせるということと

判断するということとは、これは２つある

んですね。下が判断で上は知らせるという

ことだけなので、一緒にするのはちょっと

違うと。 

○多々納アドバイザー そうです、だからこ

れは一緒にしなくていいと思いますが、要

するにそれぞれ個別の、この２つの局面に

おいて個別の工夫をしましょうというこ

とでありまして。だから、そういうふうに

書いたほうがいいと思います。 

○大橋座長 今アドバイザーのほうから助

言いただいたわけなんですが、確かにお地

蔵様って、うちはそんなお地蔵様はあらへ

んでというところもありますでしょうし、

そうなるとあれになってまいりますので、

やっぱり地域の独自性という形を両方と

も入れて、だから、そこで括弧をしてお地

蔵様などということを入れるか、上のほう

についても、半鐘やとかスコップや太鼓の

状態についても、そういう独自性という状

態をうたって、伝達方法を変えたらいいん

ではないかということで、ここは２つその

まま情報伝達の方法と、いわゆる避難の判

断を行うについて、それぞれの中身の問題

について、ちょっと地域の独自性というの

を生かした、いわゆる避難判断または情報
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伝達を行うという形で繰り返させていた

だくということでよろしいでしょうか。 

○中村委員 ちょっと済みません。それで、

この下のほうについては、お地蔵様がつか

るとか、首まで来るとか、何かそういうふ

うな表現をしないと、ただ単にお地蔵様な

どわかりやすい目印では全くわからない

んです。そういう言葉を入れてもらったら

いいと。上のほうはもう確かに情報伝達と

いうことで、知らせるというのはわかるん

です。音でわかるということでね。だから、

下のほうについてはそういうふうな基準

ですから、どれを基準にするかというもの

を入れておく必要があるのではないかと

思います。 

○大橋座長 それは、先ほどおっしゃったよ

うに、やっぱり地域の独自のということで

入れるとそれでいいのではないかなと。そ

れで、括弧して、お地蔵様のどこを目安に

するかについては、またそれはそれで地域

の独自性がありますので。だから、独自性

という言葉を入れて。 

○中村委員 独自性は独自性なんですけれ

ども、もう１つは水位をはかるということ

ですからね、これは、避難をするというこ

とは、このお地蔵さんというのは。だから、

その水位がここまで来たという表現を入

れないと、一般にこれを読んだときに、私

らは確かに現場を見てきましたし、よくわ

かるんですが、文章だけを見た方は全くわ

からないと思います。だから、やっぱり水

位の状況を言う必要があるのではないか

ということを、僕は申しあげているんです。 

○大橋座長 理解はできるんですが、ここで

お地蔵様などのわかりやすい目印を使っ

てということを書いているからですね、お

地蔵様に、例えば胸までつかった場合、こ

れは地域の独自性があると思うんですよ。

頭がすっぽりつかったとか。だから、それ

をどこまでという形については、ここで

「などのわかりやすい目印を使って」と書

いてますから、それでいいのではないかと

理解するのですけれども。 

○多々納アドバイザー 使って何をするの

かというところに、水位をはかると書いて

はいかがですか。 

○中村委員 それを言わないとお地蔵様を

幾ら見てもわからないです。だから、そう

いうことを。 

○大橋座長 わかりました。 

○中村委員 竹やぶが全部つかったとかね。 

○大橋座長 はい。ここをどう表現したらい

いのか、ちょっと私も何なんですが、確か

に言われることはよくわかるんです。 

○多々納アドバイザー いや、だから、言い

ましょうか、言いますね。「地域は、水防

活動や避難の判断をみずから行う独自の

工夫をする」と書いておきまして、括弧を

して、例えば「お地蔵様などのわかりやす

い目印を使って水位をはかるなどを行う」

と、何かそういうふうにすればわかると思

います。 

○大橋座長 ということは、お地蔵様などの

わかりやすい目印を、目印のここへ、これ

の後に水位とつけ加えたらいいわけです

ね。 

○多々納アドバイザー そうです。 

○大橋座長 水位をはかるということです

ね。はい、わかりました。 

何かもう、自分らの議論なんでよくわか

っている何やから、余計に細かいことが出

てきて。 

○中村委員 そうそう、ここに。 

○大橋座長 どっぽりつかっているわけや

から。わかりました、はい。いろいろと出

てまいりましたのですが、いかがでしょう

か。 

○中村委員 済みません、進行なんですけれ

ども、これはもう一度宿題で、やっぱり文

章についてはいろいろ意見がありますし、

また私もそこまで点検をしてこなかった

のですけれども、やっぱり宿題で点検をし

て、やはりこれでは表現がわかりにくいと

いうのを次の機会にしたらどうですか。公

助の問題も全く議論できてませんのでね、

次に進む、というように思います。 

○大橋座長 中村委員のほうから、もうちょ

っと宿題といいましてもですね、もう少し

議論をしていかないと、我々例えば何人か

がこれをどんどんやって、また全体の中で、

またこれはああや、こうやという状態にな

ってもいきませんので、もうちょっと私は

時間をいただきたいと思うんです。そして、

公助の問題は、きょう公助のほうを立ち上

げると言ってますが、これは県のほうの考

え方をきちっと示していただいて、それで

次のときにいわゆる公助の中身を議論し

たらいいと思いますので、ここのところを

もうちょっと、整理する段につきましても、

なかなかこっちの独断の考えだけで整理
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するようになりますので。ちょっと気づい

た点、だから、そのために前もって資料を

渡していただいておりますので、そこの部

分の状態を、ちょっともう少し深めていた

だきたいなと思いますが、よろしくお願い

します。 

○多々納アドバイザー 「知恵を広める」の

ところは大体議論が出たのではないでし

ょうかね。あとは、「人をつくる」と「組

織をつくる」と、「仲間をつくる」のとこ

ろを、１つずつある程度見ていただいたら

大体全部出ると。 

○大橋座長 確かに今、「知恵を広める」、第

１の根っこについては大体議論がそれぞ

れ細かいところまで出てきたかなと。ほか

のところも出てますけれどね、大体今知恵

のほうのところは出てきたかなと思いま

すので。それで、あんまり深くは突っ込め

ませんが、第２の根っこ、第３、第４と、

こういう状態でちょっと入らせていただ

いて、皆さんのご意見を賜わりたいなと、

こう思います。特にその第２の根っこ、「人

をつくる」のことについてご意見がありま

したらよろしくお願いします。 

○多々納アドバイザー さっき言いました

ように、「ＤＩＧ」を消していただけると

いいと思いますけれども。「図上訓練（Ｄ

ＩＧ）」は。括弧だけ外してもらったら。 

○大橋座長 今ご指摘されました、白いとこ

ろの上から４行目ですか、「図上訓練（Ｄ

ＩＧ）」とこう括弧でしているやつを削除

するということの言葉がございましたの

で、それはまず「（ＤＩＧ）」については消

していただくということにしたいと思い

ます。 

○多々納アドバイザー これは、そのほうが

いいかもしれないですが、その２つ下のと

ころですが、「敷地の土台を高くしたり、

貴重品を２階に上げておくなど」というこ

とを書いたほうがいいですかね。水害に強

い住まいをつくるだけではだめだと。 

○大橋座長 今「敷地の土台を高くしたり、

貴重品を２階に上げておくなど」という文

言の状態が、「水害に強い住まいをつくる」

のか、ここは削除していただいてと。 

○多々納アドバイザー いや。 

○大橋座長 削除せんと、土台を高くしたり、

貴重品を２階へ上げる。 

○松尾委員 まだ方法があるでしょう、それ

以外にね。 

○大橋座長 まだあるでしょうと。 

○多々納アドバイザー あんまりそれをい

っぱい、だから「など」と書いてあるので

すけれども、貴重品を２階に上げるのは何

かそんな気がちょっとしたものですから

ね。 

○大橋座長 この貴重品は２階に上げると

いうのを、いわゆる避難をするときにリュ

ックに通帳だとか印鑑だとか、全部入れな

さいよとかいうことやら、これは水につか

らないところに置かねばならんという議

論があった中のやつを、こういう水につか

らないところに置けという意味でのこと

を「など」と、こう入れているんです。だ

から、「敷地の土台を高くしたり、水害に

強い住まいをつくると」、「したりなど」と、

そうですね。それでは、「敷地の土台を高

くしたりなど、水害に強い住まいにする

と」、それで「貴重品を２階に上げること

など」ということは抜いて。 

○多々納アドバイザー そうですね。 

○大橋座長 柴田委員、はい。 

○柴田委員 僕らが話しているときに、土台

を高くするというのは、もう建ってしまっ

ている家については厳しいのではないか

というので、そういう建ってしまった家で

もできることはあるのではないかみたい

なので書いたのではなかったですかとい

う気がしたんですが。違いましたっけ。だ

けれどもう家が建った後ではどうしよう

もないやんけということで、書かせてもら

ったものと。 

○多々納アドバイザー 建っている家は。で

は、それは今度は２つに分けたら。だから、

避難をするしかない話と、それから被害を

受けなくするという話とはやっぱり別だ

と思うので。だったら、まず水害に強い住

まいをつくる話と、建てた分は水害に遭っ

たときに被害が少なくなるようにすると

いうことと、これは別ですよね。例えばち

ゃんと大事なものを持って逃げれるよう

にするとか、もっと別に書いたほうが。参

考にして、水害に強い住まいをつくったり、

何かうまく言えないんですが、何ですか、

非常持ち出し用のものを用意するとか、そ

ういうことをやりなさいと。 

○大橋座長 いえ、非常持ち出しではなしに

ね。 

○多々納アドバイザー 非常持ち出しでは

ないの。 
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○大橋座長 ここのところについては、多分

僕も今思い出しているんですが、例えば水

が浸かったと、高くしているのに浸かった

と、そのときに仏壇なんかは、いろいろあ

ったのは、いわゆる滑車で２階へ上げられ

るようにしているというような状態がや

っぱりあったんです。そのために、貴重品

という状態をああいう言葉で表現してい

るんですけれど。だから、そうなったら、

いわゆる住まいをつくるには土台を高く

したりなどいわゆる水害に強い住宅をつ

くるということと、財産というのか、こと

については、いわゆる水に何というの、水

害に安心・安全な場所に置くとか、何かそ

んな状態を２個入れようということにな

るんですね。工夫するか。 

○多々納アドバイザー 被害を少なくする

ような工夫をするということなんですが、

そうやって言うと何のことかわからない

から。僕らは大体地域に出ていって説明し

たりするときは、もちろん昔はそういうの

がありましたが、今はそれはできないから

もともと２階に上げておいたらいいです

よという話もしますが。ただ、ほかのこと

を言えば保険とかに入っておいてもいい

ですよねという話はします。ただ、仏壇は

保険ではどうにもならないところもあり

ますよね。だから、そういうものはちゃん

と大事にしておかないと、ということは言

いますけれども。 

○大橋座長 もう、ここのところは貴重品と

か財産とかいうこともありますが、「敷地

の土台を高くしたりなど、水害に強い住ま

いをつくる」ということで取りまとめても

らっていいのではないですか。もう財産も、

この「水害に強い住まいをつくる」中に一

緒に貴重品もそこへおさめられるという

形、工夫していただくということでおさめ

させていただきたいのですが、よろしいで

しょうか。 

○多々納アドバイザー はい。 

○大橋座長 他に。 

○多々納アドバイザー そこまではいいの

ですけれども、２つ目のボックスの「勤め

に出る住民は、地域が危険な場合は、地域

の防災活動を優先し地域にできるだけ留

まる」と、これはいいといえばいいのです

が、強いなという気がするのですけれども。 

○松尾委員 そうですね。やっぱり、私もこ

れには大分ひっかかるというか。企業戦士

ですからね、会社へ出向くと思うんですよ

ね。特に公務員の方やったらどうされます

かね、大変、私が疑問視をしておった文面

であることは確かです。 

○多々納アドバイザー 「留まるように努め

る」ぐらいにしておくのはだめですか。わ

かりませんけれども。ちょっと役所的な直

し方のようですけれども。 

  済みません。その２つ下なんですが、出

前講座がまた出てきたのはどうかなと思

ったのですが、「地域の熱いリーダーを養

成する」のが大事ですね。「養成する手助

けをする」と、こういうふうにしてしまっ

たらどうですか。「サポートにより」を外

して「行政は、地域の熱いリーダーを養成

する手助けをする」と。それで、括弧して

例えばと入れるとしたら出前講座なんで

すかね。そこがちょっと僕はわからないで

すけど。手助けをするとそのまま抽象的に

しておいて、それでいいですか。行政の方

がどう思われるか、いいですか。地域リー

ダー養成の手助けを行政がするとしたほ

うがよいと。こちらから投げる球だから別

に行政がどう思われても関係ないですが、

手助けをしてほしいということですね。 

○大橋座長 はい。今２点ほど修正事項がご

ざいまして、１点は「勤めに出る住民は、

地域が危険な場合は、地域の防災活動を優

先し地域にできるだけ留まる」ということ

はちょっとこだわるのではないかなとい

うような状態でございまして、ここを「と

どまるように図る」とか「優先するように

心がける」とか何かちょっとぼやかすとい

うような状態にとどめるということと、一

番最後の白い部分の「専門家・行政は、出

前講座などのサポートにより、地域の熱い

リーダーを養成する」ということになって

いるのを「行政は、地域の熱いリーダーを

養成するように心がける」と、そういう手

助けをするということでしたらというこ

とでございますが。 

はい、中村委員。 

○中村委員 済みません。出前講座にこだわ

るんですが、ここでは出前講座というのは

特に要らんのではないかなと。出ていって

やるだけではなしに、実際に地域のリーダ

ーを集めてやったりとか、ある程度条例で

縛るとかね、いろいろ強制してやるという

こともあるわけでね。そういう点から言う

と、地域の熱いリーダーを養成するとか、
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養成するようにする。 

○大橋座長 いや、だから私が今言いました

ように、「専門家・行政は」、ここを抜きま

してね、「出前講座などのサポートにより」

というのを抜きまして、抜いて「地域の熱

いリーダーを養成するように心がける」と、

手助けするということで。 

○中村委員 それでいいです。 

○大橋座長 はい、杉本委員。 

○杉本委員 ちょっと戻るのですが、言葉的

な話で「楽しい防災」、それから「防災と

言わない防災」、この言葉は出てますかね。

というのは、私は使ったことないのですけ

れども、どなたか使ったことあるんですか

ね。というのは、１回も使ってない言葉を

ここでぽんと出すのはどうかなというの

が私の感想です。 

○大橋座長 この言葉は確かに議論の中で

は少なかったかと思うのですけれども、非

常に、何というんですか、防災という講習

とか学習とかを入れるのになかなか賛同

していただくことが少ないというような

形で、みんなが楽しんで防災教育、防災の

勉強会等々をする、そうではないとなかな

か継続できないのではないかということ

の意味がございました。その中で、これか

ら継続してやっていくには、もう「防災か」

という形で参画していただけないので、そ

の中身がやっぱり楽しいというのか、みん

な集えるような、そういう防災にしていか

ないかんという意味がここへ入っている

のではないかなと思うんですけれど。言葉

がちょっと足りないかもわかりません。 

○柴田委員 杉本さん的には、会議で出てな

かったと。 

○杉本委員 というより。 

○柴田委員 実際にふだん使うかと。 

○杉本委員 そうですね。これは聞いてもだ

れもわからないんではないかと、この言葉

が初めての新語だったら。ここで、私たち

の会議で新語をつくるならよろしいです

けれどもという意味です。 

○柴田委員 この言葉は一応他の議事録か

ら拾わせてもらった言葉なんですけれど

も、僕らがふだん使っている言葉かと言わ

れると、確かにそんな使ってはない言葉か

なと思うのですが、「楽しい防災」とか、

今大橋座長がおっしゃったような意味を

伝えるには、まあ伝わるのではないかなと

僕は思うのですけれども。どうでしょうか。 

○多々納アドバイザー 「防災と言わない防

災」というのは、これは実は大阪大の渥美

先生がずっと言っている言葉なんです。こ

の意味は、何かの活動をしていると災害に

対する対応能力が身に付くような活動の

ことをいいます。したがって、「防災と言

わない防災」というのは、それなりに歴史

がある言葉です。が、一般の住民の方がよ

く知っておられるかどうかはわかりませ

ん。もう一つの「楽しい防災」というのは、

僕はあまりはっきりは覚えてないのです

けれども、防災も楽しくしなあかんなとい

うことだと思います。だから、ここで「楽

しい」というのは、ストレートには、ここ

で言っているのはさっきの渥美さんの言

った意味よりは、ほかのものと抱き合わせ

て、いかに防災という、どっちかというと

あんまり明るくないやつを明るくしよう

かというメッセージなので。だから、わざ

わざかぎ括弧にはしてもらっていると思

うんですね。普通は言わないよという意味

だと思うんですけど。だから、残してもら

うなら残してもらうでもちろんいいと思

いますし。 

○杉本委員 新しい言葉ですと使うのはい

いんですが、コメント的にこれはこういう

内容なんだと、思いなんだという解説が要

るのではないかと思います。そうしないと、

これだけ聞いたのではわからないと思い

ます、普通の人は。 

○多々納アドバイザー もう少し「防災と言

わない防災」の説明を。 

○杉本委員 今の話で「防災と言わない防

災」というのはある程度わかりますが、「楽

しい防災」のほうはわからない、全くわか

らないのではないかと思います。 

○大橋座長 ちょっと専門的な言葉のなに

になるのではないかと思いますが、単純に

今柴田委員が言ったように、もう少し楽し

い、何かイメージが暗いということではな

しに、取り組まないといけないのと違うか

なという意味が入っているということな

んですが、こういう言葉は確かにないぞと、

新しい言葉だぞと言われて、我々もそうか

なというような感じしかとれてないんで

す。 

  ないんですけれども、入れるということ

は、やっぱりこの訓練、また訓練か、水害

訓練か、消防訓練かというような形だけに

となるのではなしに、楽しみながらという
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のはおかしいですけれども、そういう形で

防災の学習会もする必要があるのではな

いかという意味で、この「楽しい防災」と

か「防災と言わない防災」とかいう形の枠

にはめられたやつではなしに、何か祭りの

中に防災の講座を入れるとか何かの状態

でするためにという意味の了解があった

ということで受けてとめているのですが、

杉本さんがこれはちょっと新しい言葉な

ので、これを入れるのについてはちょっと

注釈というのか、やっぱりそれをきちっと

うたっていかないといけないのと違うか

ということなんですが。ならば、この「新

しい防災」という言葉をどういうふうに変

えて、何かに変えてしたらいいかというこ

とですね。 

○杉本委員 内容についておっしゃること

は賛成なんですが。ただ、言葉としてとい

うときの言葉というとらえ方のときにわ

からないのではないかという話で、内容的

には賛成です。 

○大橋座長 はい。 

○歯黒委員 「楽しい防災」について、私も

前に発言させてもらったことがあります。

○×式のクイズとか、そしてなぞなぞに組

み合わせて子供たちに防災を伝えていく

とか、人形劇をして子供たちやその親に伝

えていくとか、そういう楽しい雰囲気の場

にしていくと親子でたくさん集まってい

ただけるかなと思います。 

○中村委員 杉本委員のご質問というか疑

問もわかるのですけどね。これで僕は思い

ますけれども、ここで「参画を促す」とい

うことになっているのでね、少しわかりに

くいのかなと思うんです。だから、多くの

人が参加しやすくすると、そういうふうに

言うことによって、前に「学習会を実施す

るなど」というのがありますからね、意味

は通じるのではないかと。「促す」であれ

ば少し取り違える危険はあると思うんで

すが、参加しやすく容易にするとか、何か

そういう表現にしたらよくわかるのかな

というふうに思いますが。それでもわかり

ませんか。 

○大橋座長 ということは、今の文章はその

まま、「『楽しい防災』、『防災と言わない防

災』によって、多くの人の参加をしやすく

する」と、参画を促す、多くの人の参加を

しやすいようにするという言葉でよろし

いでしょうか。 

  ここのところ、「一緒に水防訓練や水害に

関する学習会を楽しみながら」、「楽しい防

災」を抜けて、「『防災と言わない防災』に

よって、多くの人の参加をしやすいように

する」ということにすればいかがでしょう。

よろしいですか。ということは、「楽しい

防災」ではなしに「水害に関する学習会を

楽しく実施するなど、『防災と言わない防

災』によって、多くの人に参加していただ

くよう促す」と、参画していただきたくと

いうような言葉に変えさせていただいて

よろしいでしょうか。そしたら、「楽しい

防災」ということだけかぎ括弧のやつをと

って、学習会を楽しくするということで、

ちょっとつけ加えさせていただくと。 

○杉本委員 よろしいですか。先生がこれか

ら「楽しい防災」を使ってやるという話だ

ったら、私も賛成です。ただ、だれも使わ

ない言葉だけだったらという話です。 

○多々納アドバイザー 使わないといけま

せんな（笑）。いろんな勝手な造語は時々、

多分講演会とか学会発表とかだったらば

使います。だから、やっぱり長い言葉で説

明するとわからなくなってしまうので、

「これを『楽しい防災』といいます」と言

ってから多分言いますが、「２つの側面を

ちゃんとやるのであれば『楽しい防災』と

いいましょう」ということを言うとは思い

ますが。今の話、実は結構なんですけれど

も、そうしてしまうと実は、楽しく実施す

ることを「防災と言わない防災」とは言わ

ないんです。 

○大橋座長 ああ、そうか。 

○多々納アドバイザー そうなんですよ。だ

から、ちょっと僕はひっかかる。だから、

逆に言うと、これは「楽しい防災」の中身

だけを前に説明してあって、「防災と言わ

ない防災」の説明は実はしてないんです、

この文章は。だけど、「防災と言わない防

災」の説明をするとすごく長くなるので。

でも、コンセプトとしては何かなと思いま

すでしょう。それに興味を持った人がいた

らたどりつける言葉だと思うので、どうし

たらいいですかね。だから、「楽しい防災」

を全くとってしまうなら、逆にもう「楽し

く実施するなど、多くの人の参加をしやす

くする工夫をする」とかそんなようなこと

で、もうそういう書き方でまとめてしまう

というほうがかえっていいかなと思いま

すけど。 
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○大橋座長 今、多々納先生の方からかぎ括

弧を２つとも外してしまおうかと、いわゆ

る「楽しい学習会を実施するなどして、多

くの人の参加を促す」という形でしたらど

うかということのご説明をいただきまし

た。いかがでしょうか。よろしいですか。

杉本委員よろしいですか。 

○杉本委員 はい。 

○大橋座長 それでは、一応そこの行につき

ましては「楽しい防災」と「防災と言わな

い防災」、確かにこの辺は県民から見た場

合にはちょっとなかなか、どういう意味や

ということ、また理解を求めないといけな

いということですので、この言葉は専門用

語のことでお任せするという形にして、

我々の言うことはそういう言葉を使わん

とわかりやすい言葉で表現させていただ

くということで、「楽しい学習会を実施す

るなど」ということにさせていただきたい

と思います。 

  他にございませんか。時間も何ですし、

なければ次の組織のところに入らせてい

ただいて、第３の根っこ。 

○多々納アドバイザー ちょっと気になっ

たのは、この白い四角の中の点の後の「互

いや互いの家庭の状況を知ることができ

るように」と書いてあるのが、「運動会な

どの行事に参加して、互いや互いの家庭の

状況を知ることができるように、日ごろか

らコミュニケーションをとるようにする」

と書いてあるんですけど、日ごろからコミ

ュニケーションをとるようにするのと、そ

の前の参加するところまでは僕はいいと

思うんですけど、「互いの家庭の状況を知

ることができる」というのは何となく、少

し踏み込み過ぎな気もしなくはないんで

すが。 

○大橋座長 今、白い部分の「住民は、地域

のお祭りや運動会などの行事に参加して、

互いや互いの家庭の状況を知ることがで

きるように」ということで、「日ごろから

コミュニケーションをとるようにする」と

いうように、ここは全く抜いてもいいです

ね。参加して日ごろからコミュニケーショ

ンをつくるようにするということのほう

が単純でわかりやすいですね。何か、どう

もあんまり奥に奥に入り過ぎたというの

か。 

○多々納アドバイザー ええ、そんな感じが

しました。 

○大橋座長 家庭のプライバシーの中まで

入るようなことになるかと思いますが、

「状況を知ることができるように」と書い

ていますのを削除するということで、よろ

しくお願いしたいと思います。 

○多々納アドバイザー さっき歯黒さんが

言われたことはどういうふうに入れたら

いいのですか、ここに入れるべきなんです

よね。これにもう一個別の段落をつくるか

何かで、ともに行動するということをしな

さいという文章を入れたらいいんですよ

ね。 

○歯黒委員 そうですね。ここで入れるとよ

ろしいですね、はい。 

○多々納アドバイザー だから、住民は日ご

ろからともに行動するというだけでは何

か。どういうことを言えば、もっと気持ち

が通じますかね。住民はご近所づきあいを

大切にすると、これではだめですよね。も

う一歩、何か一緒にやらなければ。 

○中村委員 それは草刈りなどとか何かそ

ういう行事でいいのではないんですか。 

○多々納アドバイザー ああ、そういうこと

か。草刈りが一番いいですか。あれも前に、

あったと思います。２段に分けて。 

○大橋座長 今の、「災害時に助け合える、

信頼関係で結ばれた」という。 

○多々納アドバイザー 「結ばれたご近所を

つくる」と書いたときに、そのコミュニケ

ーションをとっておくというのも大事や

けれども、やっぱりふだんから一緒に行動

をしとかなだめやんかということのご指

摘だと思います。だから、ふだんから行動

をともにするということを何かわかるよ

うにする。 

○大橋座長 今、この赤字の「災害時に助け

合える、信頼関係で結ばれたご近所をつく

る」というところに１つだけになっている

のですが、今ここで言われました「互いや

互いの家庭の状況を知ることのできるよ

うに」はまず消していただくということで、

参加して日ごろからコミュニケーション

をつくるようにするのが１つと。もう一つ

は、いわゆる地域の行事というのか、草刈

りや地域の行事に、どういうのかな、どう

入れさせてもらったらいいでしょう、歯黒

さん。 

○歯黒委員 地域の集まりとか。 

○大橋座長 ここにもう一つ入れるとした

ら、地域の行事、河川愛護等、草刈りなど
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に積極的に協力するか。 

○歯黒委員 地域の草刈りも、全部夫が出て

いきますので、よい言葉が浮かんできませ

ん。いつも行っている行事を紹介しますが、

月１回料理教室やごみ拾いや会所の掃除

とかがあります。このような字の行事に進

んで参加して、いろいろな情報を得ること

が大事ですという言葉に変えたらどうか

なと思いました。もう少しよい言葉を考え

てください。 

○多々納アドバイザー では、こうしません

か。住民は地域でともに行動する機会をつ

くると。それで、例えばと書いて、字の行

事に参加するとか草刈りに参加する、料理

教室に参加するとか、何かそういう括弧し

て例えばとつなげるのはどうでしょう。 

○大橋座長 歯黒さんの言われることよう

わかるんですがね。 

○歯黒委員 それが言葉になりませんで、申

しわけありません。 

○大橋座長 要するに、地域住民の集いとい

うのか、そういうのには積極的に参加をし

て日ごろから、１項目と一緒になるけど、

コミュニケーションを保つというのか。 

それでは、災害時のここの分については、

歯黒さんのおっしゃった部分、ちょっと文

章が今すぐ出てきませんけれど、ここへ１

つ入れさせていただくということで、１つ、

２つ、１つの後にもう一つ入れさせていた

だくということでよろしいですか。 

○歯黒委員 はい、ありがとうございます。 

○大橋座長 今ここの中に、ちょうど中段か

ら下のほうに、また半鐘だとかスコップだ

とか太鼓の音とか出るんです。ここの部分

はストレートにこのままではなしに、先ほ

ど言われました地域の独自性という言葉

の状態にちょっとすりかえるというのか、

括弧して、こういうスコップやとか半鐘や

とかいう形にさせていただくということ

で。そうしないと、前部と後部と合ってこ

ないことになりますので、その辺をちょっ

と整合性を合わすということで修正させ

ていただきたいと思います。 

特に、次へ走らせてもらってよろしいで

すか。それでは、最期の第４の根っこ、「仲

間をつくる（社会と連携する）」、この部分

は前回外したらいいのか中へ入れたらい

いのか、ちょっとダブったところが幾つか

あるやないかということが議論になった

ところでもあります。ということで、ここ

は「社会と連携し、地域だけで守り切れな

い災害から地域を守る」という形で「目指

す姿」というのをあらわしていただいたと

いうことですが、ここで皆さんのご意見を

賜りたいなと思います。 

はい、中村委員。 

○中村委員 ここの上のほうの白枠の中の

最期のところですが、この「入札条件等に

組み入れる」というのはね、入札妨害とい

うことで最近大分問題になっているので、

具体的にはちょっと表現はきついかなと

思うんです。確かに、そういう別件逮捕方

式で入札条件を使って知事が例えば業者

を指導するということはあるのかもわか

りませんが、少し現代社会では何か問題に

ならないかなというような、ちょっと気が

するんです。 

○大橋座長 はい、北井委員。 

○北井委員 この「入札条件等に組み入れ

る」というのは、第３回のワークショップ

のときに、どこでしたか、どこかの市でそ

ういうボランティア協力をしたところの

企業がそういう何か例があるということ

で出していただいた内容なので、ちょっと

そこを具体的にということで入れている

ものなんですが。 

○大橋座長 中村委員、今言われたように３

回目だったですか、ワークショップのとき

にね。 

○中村委員 いや、よくわかっています。発

言された方もおいででした、きょう。 

○大橋座長 出ている状態でありますとい

うことですが。 

○中村委員 強力な業者指導とか何かその

程度におさめないと、入札条件に入れると

なったらね、やはり少し。今の公正取引委

員会なんかが問題にしている状況から言

えば、少し問題ではないかなというふうに

思うんです。 

○大橋座長 わかりますね。 

○中村委員 特に、こういう公的機関での議

論としては少し。例として発言したのはい

いとしても、文章に入れるのはちょっとし

んどいのではないかということです。 

○大橋座長 この「場合によっては」という

ことを削除しますか。 

○多々納アドバイザー そうですね。 

○大橋座長 いわゆる「防災活動に対する協

力を行うように働きかける」ということに

とどめて、「場合によっては」と書いてい
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る「災害時の企業協力を入札条件等に組み

入れることで、協力体制を促す」とか、こ

れはちょっと削除するというふうにした

ほうが無難ですね。 

○歯黒委員 そうですね。 

○大橋座長 はい。それでは、そういうこと

で。確かに今言っていますように、皆さん

のワークショップでいろいろな出たやつ

の中をここへ当てはめているので、言葉に

するとちょっと適切でないということも

出たかと思いますが。それでは、この場合

についてはちょっと削除させていただく

ということでします。 

  これで全部きょうのやつは終わるという

ことではございませんし、もう一遍この今

皆さんからご意見いただいた分を整理さ

せていただいて、言葉がちょっと難しい言

葉、理解していただけない言葉についても

う一遍見直させていただくと。それで、皆

さんから提案いただいたものについても

整理するということにさせていただいて、

次回にこれを発表させていただくという

ことで。 

はい、杉本委員。 

○杉本委員 ここまで議論させてもらって、

これで私もほぼ終わりだと思うのですが、

そこでやっぱり考えますのは「組織をつく

る（地域は地域で守る）」というので、私

のところでもそうなんですが、小単位でコ

ミュニケーションをつくるというので書

いていますけれども、うちのところもそろ

そろ一番小さな単位でのコミュニケーシ

ョンができない範囲の地域になりつつあ

ります。ここで「地域は地域で守る」で、

その一番大きな地域はいいのですが、小さ

な地域ということを考えたら、地域は地域

で守れないぞという人が出てきたときに

どう答えるかというのが１つのテーマと

して残ったなと思っています。 

○多々納アドバイザー 今の件。過疎の進ん

でいる鳥取県の事例ですが、谷で広域、自

治体とは言わないけど、特に防災関係につ

いては、これは命のことにかかわりますの

で、防災関係のこと、例えば避難とか地震

が起きたときとか水害が起きたというと

きにどうやって助け合って逃げるかとか、

どこから緊急避難するかとかというとこ

ろについての議論については、連携しよう

という話で、何集落かな、集まってやって

いる事例もあります。ですから、そういう

事例もありますから、そういう議論という

のは今後やっていかなければいけないと。

要するに、地域というもの、今は固定した

場所で考えていますけれども、多分何々集

落というそういう地域だけでなくて、それ

が幾つか連携した、谷筋で連携したとかそ

ういうのも１つ地域とこれから呼ばなけ

ればいけないというようなことになって

くると思うんですけど。今おっしゃったよ

うなことをもし追加するとしたら、では、

ここの組織の中にどう書くかというよう

なことを入れたらいいのではないかと思

うんですけどね。 

○中村委員 今の言われたことについては、

僕は流域での連携ということを申し上げ

ているのですが、この白枠のほうの３行目

のところに「自主防災を担う組織は、自分

たちのレベルアップや活性化を図るため

に流域間や上下流間での活動の交流を行

う」となっていますね。このところでもう

少し入れたらいいのかなと、過疎について

は影響を強化するとか、特に過疎について

はそうするとか、何かそういうことを入れ

たらそれでいいのではないかと思います。 

○大橋座長 確かに、大前提「地域は地域で

守る」ということが今まで守れてなかった

のかというような状態になるのですが、な

お地域の状態が過疎地になっているとこ

ろについては、地域で守れそうなのか、自

分自身がというような状態が出てくるの

ではないかなと。そういう意味において、

いわゆる連携するということが大事では

ないかなということを言われたので、いわ

ゆる流域の上下、川沿い会議というのか、

上下間の流域での交流をしながらそうい

う地域を守っていく、広い意味での地域で

という形で助け合いをしていくというこ

とを入れていくということですね。 

○杉本委員 ありがとうございます。 

○大橋座長 それでは、時間も３時半という

ことで、ちょっと休憩をさせていただいて

後もう一遍これを。だから、これで大体出

つくしたから、あと整理だけしてくれよと

いうことでございましたら、この出させて

いただいたやつをもう一遍再度整理させ

ていただくということにしたいと思いま

す。すべてこれで終わりではないので、ま

た次回のときにまた細かいところまで出

てくるかわかりませんが、そういう形にさ

せていただいて、きょうは公助のほうへ入
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ろうと思ってますので、公助についての県

の考え方等々のご説明をいただいて、若干

時間があれば議論に入りたいと思ってま

すので、よろしくお願いします。休憩しま

す。 

○事務局（中田） 再開は何分に。45 分でよ

ろしいでしょうか、再開の時間は。 

○大橋座長 小休止ですので、10 分程度。 

○事務局（中田） それでは、40 分からとい

うことに。 

○大橋座長 はい。 

 

〔午後 ３時３２分 休憩〕 

〔午後 ３時４２分 再開〕 

 

 （２）県民が公助に期待する事柄について 

○大橋座長 それでは再開させていただき

ます。 

先ほどから、いわゆるこの樹形図につい

て皆さんにそれぞれのご議論をいただき

まして、大体一定出てきたかなと。これら

をわかりやすいように文言を整理するの

はちょっと大変ですが、その分をやらせて

いただくということと、それと一番初めの

テーマについてもざっと、きょうの状態を

雰囲気で書かせていただきましたが、これ

をまた次回に皆さんのほうからご意見を

いただきながら、最終詰めていく形にして

いきたいと思います。 

それでは、これから公助のことについて

入るわけですけれど、県民が公助に期待す

る事柄というのか、この件について事務局

のほうから若干説明をいただいて、それに

ついて議論をしていきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

○事務局（瀧） それでは事務局、滋賀県流

域治水政策室の瀧から説明させていただ

きたいと思います。 

今回は、今までの会議の中で議論してい

ただいた内容も踏まえて、今行政が公助と

してこんなことをやっています、あるいは

これからこういうところに力を入れよう

と思っていますということを順に説明さ

せていただきたいと思います。 

・資料２ スライド３ まず初めに、今か

ら審議の中でご意見をいただきたいポイ

ントということで示させていただいてい

ます。流域治水対策を推進するための自

助・共助においての県民の役割、これを中

心にこれまでご議論いただいてきました。

さらに、県民が公助に期待する事柄という

のを今回以降中心に、どちらかはっきり分

けて議論しないといけないということで

はありませんが、少しこちらに重きを置い

て議論していただきたいなと思います。 

・スライド６ それで、これまでの審議を

振り返ってというところで、ちょっと時間

がないので端折らせていただきますが、こ

れまでの新しい気づきとして、公助にも大

きく２種類あるんではないかということ

が明らかになってきたと思います。我々は

そういう理解のもと、これからプレゼンテ

ーションを２つに分けてさせていただき

たいと思います。 

１つが「災害を防ぐ公助」。赤で示して

いる「行政主導型公助」です。これまでの

河川改修だとかで、水があふれないように

しますという、行政が今までやってきたよ

うな公助。 

それに加えて、この会議の中の議論であ

ったのが、端的な言葉で言いますと「自

助・共助を促す公助」。成宮委員がおっし

ゃったことです。こういう公助が必要なん

だ、こういう公助があってもいいのではな

いかということを中心に今まで議論して

いただいたと思います。これが２つ目のブ

ルーのところですね。「住民支援型公助」

というところで、箇条書きの部分。水害対

策としてあまり力点が置かれてこなかっ

たところです。河川改修とか、そっちのほ

うにばかり注目していて、なかなか自助・

共助を促す公助ということに、我々は今ま

で余り力を入れられてこなかったんでは

ないかといったことを考えています。 

さらに、こういった中で、防災施設の能

力や、想定をはるかに超えるような災害と

いうのが、地球温暖化などによって頻発化

する、そういう状況になってきます。その

中で、今までやってきた行政主導型の公助、

そして新たに力を入れてやっていかなけ

ればならない住民支援型の公助も、ともに

新たな展開をしっかりやっていかないと

いけないと、そんなふうに思っているとこ

ろです。 

・スライド ７ これまで、公助に関する

議論としては、行政主導型の公助について

「河川改修をきちんと進めるため、適正な

予算措置をして頂きたい」「水害の危険性

が高い地域での開発規制は出来ないだろ

うか」「床上浸水するような危険区域では、
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土地利用規制なども必要ではないか」ある

いは「昔のひとの知恵を十分に活かせるよ

うな河川改修をやれないか」、そういうご

意見がありました。 

・スライド ８～１１ それで、これまで

議論していただいていたのが、特に自助・

共助を促すような公助について触れられ

ている部分がありましたので、これらにつ

いてはたくさんのご意見を既にいただい

ております。例えば「行政はお金がないな

らないで、どこまでできるのかを、きっち

り住民に表明する必要がある」「河川整備

の進捗状況図などは、住民が危機意識を持

つ啓発情報として使える」あるいは「避難

勧告はもっと緊迫感、切迫感をもった表現

で行わなければ」といったこと。「洪水ハ

ザードマップでは、どこが決壊したらどこ

で被害が生じるかまでを周知できていな

い」「ＩＴＶを使って、リアルタイムの河

川の状況を確認できるようにしてほしい」

あるいは「ハザードマップも配布するだけ

ではなく、出前講座などを通じて徹底的に

説明する必要がある」「情報に関しては、

県と住民が信頼を持って話を何度も繰り

返す中で、正しい気づき(目覚め)の情報に

なる」「行政が発信する災害関連情報は、

使い方を含めて住民に伝える必要がある」、

こういったご議論をいただいています。ま

た「古くからある集落では水害を想定した

つくりとなっているが、新興住宅地では水

害が意識されてない。事前に知らせておく

ことが必要」「地域の声を支援していくこ

とが公助の努めだと思う」「組織のリーダ

ーを養成したり、地域が活動を続けていく

ためには、行政が熱いまなざしでしっかり

サポートすることが必要」だといったご意

見をいただいています。「水防団等の新し

い組織を作るには費用負担がでてくる」

「組織をつくるだけではなく、水防倉庫な

どに道具を整えてあげることも必要」とい

うご意見もいただいています。また「日常

の活動では、事務局の設置や資金面などに

限界があるので、行政の支援も含めた検討

を行う必要がある」といったご意見、「行

政から企業に協力要請するなど、会社員等

が水防活動に参加しやすい仕組みを作っ

てほしい」、そういったご意見をいただい

ています。「滋賀県は、水害時には水防団

員等に会社を休ませる等を協議して全国

に発信してほしい」、こういったご意見を

いただいています。 

・スライド １３ こういった中で、これ

からどういうふうに公助を進めていった

らいいのかといった内容、「行政主導型公

助」としては、①まず河川整備の前にちゃ

んと維持管理をしましょう。②整備がおく

れている箇所での治水安全度を向上させ

ましょう。これは今までやってきた公助、

今まで最も力を入れていた部分です。さら

に、③これからは破堤を極力回避するため

に堤防強化していきましょう。④霞堤、二

線堤だとかの昔の知恵ですね、こういう機

能がどんどんなくなっているのをちゃん

と残していくようにしましょう。また、⑤

安全な土地利用だとかまちづくりを進め

ていきましょうというところ。③、④、⑤

にもしっかり力を入れていかないといけ

ないと考えております。 

２番目の「住民支援型公助」は、この４

項目は、実は今つくりかけていただいてい

る提言の内容に合わせています。自助・共

助で地域を守ろうとすることを行政とし

てサポートしていくということを、これか

らしっかりしていかないといけないとい

うのが、主なところの議論です。 

・スライド １４～１７ ここから、ちょ

っとスピードを速めないと時間がかかっ

てしまうので速めていきます。まず「①河

川整備の前に、確実な維持管理」をしない

といけませんと。ただ、維持管理費も、こ

のグラフの中のブルーのグラフが、大体今

維持管理にかかっているお金なんですけ

れども、平成 10 年から横ばい、どんどん

減っていっているという状況です。河川改

修をすればするほど、何が起こるかという

と、川の幅が広くなりますので、維持管理

にかかるお金がふえてくる。なのに、維持

管理のお金が、どうしても予算がつけられ

ない状況にあるということです。ただ、こ

れは絶対に放置してはいけないことなの

で、しっかりと維持管理を進めていかない

といけないというところで、苦しみながら

方法を考えているところです。 

・スライド １８～１９ また「②整備が

遅れている河川での治水安全度の向上」。

これはちょっと難しい言葉で書いている

んですが、実はこのスライドは、この４月

に知事が関係職員を集めて、こういう方針

で滋賀県は行くぞということで説明した

パワーポイントをそのまま引用させてい
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ただいているので、行政用語がいっぱいあ

ってわかりにくいかもしれません。 

ここでは、「河川整備は大河川は戦後最

大の洪水にちゃんと耐えられるようにし

ましょう。小河川は 10 年に１回起こるよ

うな洪水であふれないようにしましょう。

それを危ないところから順番に、県全体で

底上げしていきましょう」と言われました。

これが、きのう新聞に出ていたと思います

けれども、河川の優先度をつけていくとい

うお話にかかわっています。これは、でき

ればことしの 10 月ぐらいには、県民の皆

さんにしっかりと見せていくようにした

いなと思って、今県の中で作業をしていま

す。 

さらに、今の河川の流下能力はどうなの

かということも、本当はきょう間に合わそ

うと思って一生懸命作業していたのです

が、間に合わず、今までのとおりの資料に

なっているんですが、これも何とか９月中

につくってしまいたいなと思っています。

240 本の河川でこういう作業をしようとし

ているんですけど、今、約 70 本は終わり

かけぐらいのところで一生懸命やってい

ますので、これはまた報告というところだ

と。 

・スライド ２０ 見せ方なんですが、こ

ういう見せ方があるんではないかという

ところでアイデアです。「NO０」と書いて

いるところが、例えば琵琶湖であったり川

の始まりのところです。それからどんどん

上流に向かっていって、左右岸でどれぐら

いの洪水に耐えられるのかというのをグ

ラフにしてあらわしています。ただ、これ

もちょっと専門的でなかなかわかりにく

い部分があるので、皆さんのところにお示

しするときには、もう少し工夫が要るのか

なと思っています。ただ、こういう情報を

すべて、約 240 本、データのある河川につ

いては全部出していこうというところで、

今作業をしているところです。 

済みません、時間がありません。飛ばさ

せていただきます。 

・スライド ２５ またほかに、公助とし

て、川への流出抑制ということで、ここ、

米原市さんも工夫をされています。今、米

原駅の駅前の区画整理の事業をされてい

ます。ここは、普通であれば 10 分の１の

洪水に耐えられるように土地をつくって

やれば大きな開発ができるという条件な

んですけれども、米原市さんは独自に工夫

されて、やっぱり駅前だから 10 分の１で

はなく、もっと安全なまちづくりがいいと

いうことで、上流にため池、洪水調整池を

つくって、30 分の１まで耐えられる安全な

まちにしようとされています。また、30 分

の１でも、やっぱり 30 年に１回は水害に

遭うことになりますので、そういうことが

起こっても、超過洪水が起きても安全なま

ちづくりにしようということで、今いろい

ろ工夫をしたまちづくりを検討されてい

ます。 

・スライド ２７～２９ さらに「③破堤

を極力回避するための堤防強化の実施」を

しっかりやっていこうと考えています。河

川の優先順位の話の中にこの話も入って

くるものです。というのは、河川改修は基

本的には下流からしないといけません。何

故かというと、上流や中上流で川の幅を大

きくしてしまうと、下流に大きな洪水が行

ってしまって下流の人に迷惑がかかるの

で、河川改修は基本的には下流からする、

そういうルールになっています。でも、お

金がなくなってきて、河川改修のスピード

も落ちてきているとかいう状況、あとはゲ

リラ豪雨が増えてきて水害の心配がある

ということなので、このまま中上流とか支

川とかをほうっておけないということも

あります。そこで、器は大きくできないけ

れども、堤防を強くすることで安全が大分

変わってくることもありますので、こうい

う中上流あるいは支川など、今までほうっ

ておかれたようなところでもしっかり堤

防の強化をしていきたいという方向性を

今出しているところです。堤防の強化のや

り方はいろいろあります。 

・スライド ３０～３１ 次に「④霞堤、

二線堤、輪中堤、水害防備林の機能の確保」

というところで、これは今まで何度か例に

示させていただいた点です。水害防備林だ

とか霞堤だとか、河川改修が終わると、そ

れでもう役目が終わったことのようにし

て消えてしまった事例がたくさんあるん

ですけど、河川改修が終わっても、それを

超えるような洪水のときにはちゃんと機

能するはずです。ですので、こういうもの

はできるだけ残していく、それがより地域

の安全、安心につながっていくだろうと思

っているところです。 

・スライド ３２ これは１つ、二線堤に
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近い例なんですが、北陸自動車道が工事さ

れたときに、実は全然川もないのに、ここ

を高架橋にしています。何かというと、こ

れは高時川なんですが、当時の高月町長さ

んが、ここが連続の盛り土の高速道路にな

ってしまったら水がたまってしまう、だか

らここは高架にして水が抜けるようにし

ておかないと町が沈んでしまうというこ

とで、ちゃんとここを高架にする、そうい

う工夫をされました。こういう工夫も公助

の一つなのかなと考えます。 

・スライド ３３～３５ もう１つ、これ

は安全な土地利用・住まい方です。これま

で、河川改修が終わってもやっぱり低いと

ころには水がつきやすいというお話をさ

せていただいたと思います。そういうとこ

ろ、例えばこれは浸水深をあらわしている

もの、上と下で示しているのですが、上段

は現状です。下段は、今の計画されている

河川整備が終わったときの絵になってい

ます。色がついているところが水がつかっ

ているところ、黄色が浅くてピンクが深い、

そういう状況です。見ていただくと、例え

ば赤で囲っているところが河川改修後に

どうなるかというと、はんらんしている量

が減っているということで、大分安全にな

っているということがわかると思います。 

これまでの絵の見せ方は、あふれないよ

うな洪水で下の絵を見せているので真っ

白になっているんですけれど、これは改修

後でも、改修後の河川の能力を超えるよう

な雨を降らせてわざとあふれさせていま

すので、こういう絵はあまり出したことが

ないと思います。ただ、いろんなところの

深さはましになっているんですけど、例え

ばこの真ん中の丸で囲った部分です。これ

を見ていただくと、やはりあふれたときに

深くつかるところは同じですよねという

ことがわかっていただけると思います。こ

ういうところは、やはり住まい方の工夫を

しておかないと、知らずに住んでいた子供

さんが、知らぬままその土地に住んでしま

うと、今から来る大雨のたくさん降ってく

る時代には悲劇的なことが起こるだろう、

そういうことはほうっておいてはいけな

いということで、こういうところに住まわ

れる場合でも、安全に住まわれるようにす

る手助けを行政ができるだろうと考えて

いるところです。 

・スライド ３７ これは草津市さんの事

例なんですが、安全なまちづくりを誘導と

いうことで、公共施設について浸水想定区

域図、ハザードマップのもとになっている

浸水深を示しているマップです、その浸水

深に基づいて、例えば公共施設の電気設備

は水につからない高さに設置しましょう

というような条例を策定されています。 

・スライド ４３～５１ 次に、現在取り

組んでいる住民支援型の公助ということ

で、これは何度かお見せしたパワーポイン

トです。ややこしい、いろいろな判断水位

があるんですが、こういうものを出してい

ます。あと、水防警報。これは水防団の活

動のタイミングをお示しするようなもの。

まだ大河川にしかできていません。これは

浸水想定区域図。次に、浸水想定区域図を

もとにしたハザードマップをつくるとい

うことを、各市・町さんでやっていただい

ていると思います。さらに、インターネッ

トだとか携帯電話を通じた情報提供、こう

いったものを今やっているところです。 

ただし、これまでの議論にもありました

ように、こういう住民支援型の公助にもや

はり課題がある。例えば、災害文化を壊し

てしまう。地域の暗黙知とは異なる情報を

与えてしまう。あるいは、ハザードマップ

も、限られた川のハザードマップしかあり

ませんので、逆にそういうエリアではない

ところは安全だと思ってしまう。そういう

誤認させることのもとになると。また、い

ろんな情報がどんどん出てしまって、一体

何を見たらいいのかわからないというこ

とで、情報のはんらんを引き起こす。かえ

って現場の混乱を招くといった問題も最

近は出てきているところです。 

・スライド ５３ 今お示ししているのは

長浜市のハザードマップです。ごらんいた

だきますと、これは姉川という川です。姉

川があふれたときにどれぐらいの深さに

なるかを示している絵です。ブルーで塗ら

れているところが深いところです。５ｍか

ら２ｍ、それぐらいつかっているところ。

黄色が 50 センチ以下なので浅いところ。

この絵を見ていただくと、ここはちょうど

長浜駅なんですが、長浜駅のところは黄色

の色なので、姉川の近くに比べると一見安

全なように思えてしまう。さらに、その南

側は全然色が塗られていないので、もうこ

こに来たら安全なんだと思ってしまう、そ

ういう弊害があります。 
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実は、この７月 18 日に長浜で豪雨が発

生しました。これは新聞に載っていたかと

思います。このときには、ちょうどこの赤

の破線で囲んでいる部分、ここのところで

市内を流れている小さな一級河川がはん

らんして、市街地の 11 戸が床上浸水、203

戸が床下浸水したということが起こりま

した。そのときにあった報道です。ちょっ

とごらんいただきたいと思います。 

[プロジェクターで放映] 

○事務局（瀧） このような報道がなされま

した。こういうように、今までに住民支援

型と思っていた公助についてのいろんな

課題が出てきたということがわかってい

ただけたと思います。 

・スライド ５５ そこで、今から県とし

てやりたいなと思っている住民支援型の

公助のお話です。まず「知恵を広める」サ

ポートとして、住民の皆さんの実感により

近いはんらん情報を提供しようというこ

とで、こういった検討をしています。これ

は湖東地域なんですけれども、一番南側に、

に愛知川が見えていて、一番北側に芹川が

見えているところです。天野川もちらっと

見えていますかね。これを見ていただきま

すと、これ実は、犬上川とか宇曽川とか、

そういう大きな川があふれる前の状況で

す。それで、小さな川があふれている状況

で、今までの浸水想定区域図だったら大き

な川があふれた絵だけあったんですけど、

それがあふれる前に周りがどうなってい

るのかがあまり示されていなかったんで

す。そういうものを示せるような情報を、

今つくりかけています。今、各市とか町の

役場の皆さんに、「中身を見てください」

と、「実感に合いますか」ということで確

認していただいたりとか、精度を上げたり

する、そういう作業をしているところです。

できるだけ早目に県民の皆様にお示しで

きるように、時系列でどこから順番にどん

なふうにつかっていきますよというよう

なこともわかるような情報にしようと思

って、今努力しているところです。 

・スライド ５６ これも先ほどお見せし

たものと一緒なんですが、現況と河川整備

が終わった後はどうなのか、両方の絵をち

ゃんと示しておいたほうがいいだろうと

いうことで、上下で示すように、河川整備

前後にどういうことになるのかも示せと

いうことをしようとしています。 

・スライド ５７ もう１つ、先ほど説明

したように、こういった川ごとにどれだけ

流せるのかという情報も、できるだけ細か

く皆さんに提供していきたいと思ってい

ます。 

・スライド ５８ これはハザードマップ

をつくるときの工夫ですね。このあたりは

以前お見せしたスライドですので、ちょっ

と時間がありませんので、飛ばさせていだ

たきます。 

・スライド ５９ これは琵琶湖河川事務

所さんがやっているように、いろんな情報

を集めてインターネットで確認できる。し

かも地図情報とあわせて確認できるとい

うことで、見やすい情報としてさまざまな

工夫がなされています。こういったことも

どんどん今から力を入れてやっていかな

いといけないなと思っているところです。 

・スライド ６０ これもそうです。水害

写真データベースということで、県立の琵

琶湖博物館でやっているものです。 

・スライド ６１ それと「知恵を広める」

サポートとしては、これは先ほどのお地蔵

様のかわりになっていくようなものかと

思います。今、行政の持っている情報を、

こういうふうに地域の見えるところに、ど

こまでどれぐらい浸水しますよという情

報を、見やすいところに表示していく、そ

ういったことも今からどんどんやってい

きたいなと思っているところです。 

・スライド ６２ もう１つ、「知恵を広

める」サポートということで、地域に残さ

れているさまざまな災害に対応する文化、

こういったものを集めるのに行政も一緒

に参加させていただいて、このようにワー

クショップでいろんな場所に、これはどう

いう予兆現象があったら土砂災害が起こ

るのかといったことをまとめられている

地図です。地域で自分たちで逃げられると、

そういう体制づくりもどんどん支援して

いく、こういうことに力を入れていきたい

と思っているところです。 

・スライド ６３～６５ さらに、記録を

石碑のような形で残していくだとか、そう

いったこと。あと、このように「まるごと

まちごとハザードマップ」というのですが、

予想される浸水がここまでですよと。これ

もまさにお地蔵様のかわりになってくれ

るものなのかなと思っています。 

・スライド ６６ また、先ほどから何度
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も出ている出前講座のようなものですね。

これはもうまさに専門家ですね、琵琶湖河

川事務所さんと子ども流域文化研究所さ

んが地域に出向いていってこういう話を

しているということ。 

・スライド ６９ それで、水害図上訓練

ということで、これは静岡県の袋井土木事

務所さんというところがおやりになって

いる、水害用の図上訓練です。これを子供

たちと一緒にやって、通学路のどこが危な

いのかということを一緒にやる。こういっ

たことも行政のほうから持ちかけて、どん

どん地域の中に入っていきたいと思って

いるところです。 

・スライド ７０ これは草津市さんのや

られた、住民協働型のハザードマップづく

りの事例です。こういったことも必要かと。 

あと、これも以前ご紹介したと思うんで

すが、副読本のこういった防災の情報を入

れていくといったことですね。あるいは組

織をつくるときに、要援護者の情報を皆さ

んがつくるときのお手伝いなんかも必要

だなと思っています。 

・スライド ７９～８０ 少し飛ばさせて

いただいて「仲間をつくる」サポートとい

うことで、これは姉川、高時川の浸水想定

区域図というものです。濃いブルーのとこ

ろは浸水深が２ｍ、３ｍを超えるようなと

ころなので、非常に広い範囲で浸水すると。

この赤で囲ったところが虎姫町。虎姫町が

町域が全体的に深く浸水してしまうとい

うような結果が出されている。こういった

ところで、水害に強い地域づくり協議会と

いうのを、各市・町さんと県と、多々納先

生にも入っていただいて、どうやってここ

の地域の人たちをうまく避難させること

ができるんだろうかと考えています。 

それで、各市・町さんで共通して使える

ような長浜ドームですね、県の施設を、湖

北地域の皆さんが避難していただけるよ

うな場所として確保しよう、あるいは各

市・町さん同士の避難所を、その市町界に

こだわらずに、お互いに使えるときは使う

ようにしましょうという、そういう連携の

枠組みをつくったりとかを今、行政の内部

でもさせていただいているところです。 

このようなことをさらに力を入れてや

っていきたいなと思っているところです

し、先程来つくっていただいている提言の

中にも、行政としてこんなサポートが要る

んではないかというご議論があったと思

いますので、そういうところも踏まえて、

行政としてこういう公助がもっと力を入

れたらいいのではないかと。もちろん、予

算は限られていますので、何か新しいこと

をやると何かが削られることは当然ある

んですけれども、その中でもどういうとこ

ろに力点を置いていくべきなのかを、住民

の皆さんの視点からご議論いただければ

なと思います。 

事務局からの説明は以上です。 

○大橋座長 ありがとうございました。４時

15 分ごろになりましたが、大体５時ごろま

でに終えたいということで段取りをして

いきたいと思います。 

今、県のほうから、公助で県の考え方や

取り組み、我々が第５回の住民会議をやっ

た中での意見も反映していただきながら

まとめていただいたのではないかと思い

ます。きょうはさわりだけになるかと思い

ますけれども、特にこの公助のことにつき

まして、それでは委員さんのほうからのご

意見を承りたいと思います。よろしくお願

いします。 

松尾さん、お願いします。 

○松尾委員 今、丁寧にご説明をいただきま

した。大変よくできておると私は見ており

ます。 

多分、行政主導型というのがハードにな

ると、そして住民支援型のほうはソフトの

部分だと思って解釈をさせていただいて

おります。 

いろいろちょっと、時間もないので余り

言うつもりはないのですけれども、先ほど、

長浜ドームへ皆さんをお運びすると。その

途中に何本か川があります。その川の橋は

大丈夫なのでしょうか。そのあたりをやは

りしっかり調査しないといけないのでは

ないか。私どもの近くの芹川、犬上、宇曽

川、橋が何本もあります。大体、１本で 20

本から 30 本の橋が渡っております。その

橋が安全に洪水のときに渡れるかどうか、

クエスチョンです。もちろん地震が起こっ

たら多分ほとんどだめと私は判断してい

るのですけれども。 

そういうことで、避難もあそこまで来る

とちょっと大変だろうなと。皆ヘリコプタ

ーで運ばれるんですかなと思って今見て

おったのですけれども。やはり、町ぐるみ

ですね。町と町とのつながりでやっていく
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と。大変いいことだと思っております。い

ろんな問題点が町々によって出てきます

ので、それはいいことだと思って私は見さ

せてもらっておりましたが。以上です。 

○大橋座長 今言われたように避難場所、私

もちょっと感じたんですが、これは何回目

かの会のときにも申し上げました。地元の

ほうから避難場所として設定されている

場所に本当に避難できるのかどうかとい

う議論が随分ありました。 

ということで、今もちょっと距離的に。

長浜ドームまでということなると、どうし

て移送するのかなという問題もあるのか

なと思いますので。やっぱりこれは地元が

十分協議して、一番適正な場所はどこなの

かという形を議論する必要があるのかな

と、それが一番ではないかなと。何ぼ確か

に収容できるなという場所でも、距離的な

問題やらいろんな問題がただされますの

で、それはわかっているのだけれどもそこ

へどうして行くのだという形のほうが先

立っているもので。不信感を抱いたらなか

なか避難してくれませんのでね、そのこと

があるのではないかなと思いますが。 

今、ちょうどここに出ています行政主導

型公助、これは新聞でもよく言われている

のですけれども、この霞堤やとか輪中堤や

とか水害防備林やとかの機能を保つとか、

いろいろ出てくるんです。例えば日野川の

問題でも、いわゆる遊水地というのは結構

広い遊水地があったんですが、もう住宅が

開発されているんですよね。それをまた復

元できないんですよね。だから、やっぱり

生活の知恵で、昔はきちっとした遊水地を

要所要所に持って、また水害防備林もきち

っとできているんですね。ところが、今は

もう使わないというのか、それが開発され

ていて、これをもう一遍復元する。なかな

か難しいなと。また、それで住民の理解を

いただくのも正直難しいかなというのが

並べられているのではないかなという思

いをします。 

我々の住民サイドの支援のほうについ

ては、この今、公助、自助のほうできちっ

と詰めていくということも必要なんです

が、改めて、組織づくりをするにしても、

仲間づくり、人づくりをするにしても、強

い行政の厚い支援が必要ではないかなと

ちょっと先ほどからも感じさせていただ

きました。 

他に、委員さんのほうで、今のこの県の

ほうの説明を聞いた中でご質問いただけ

たらありがたいなと思うのですが。 

○中村委員  質問というより意見なんです

が、１点、滋賀県の場合非常に過去から農

業が盛んですので天井川が相当あります

ね。だから、そういう点について少し記述

が要るのではないかなと、焦点を合わせて

ね。というのが１つ必要なんではないかと

いうことと、それから、中間流出というの

か森林涵養というのか治山面ですね、そう

いう点がもう少し要るのかなと。それから、

琵琶湖を抱えておりますので、琵琶湖の公

害対策といいますか汚濁防止とかそうい

う点がハード面として思いました。 

ソフト面で思いましたのは、啓発・広報

についてとかそういうのは全く取り上げ

られてないんですけれども、これは自助・

共助のところでも出てますんですけれど

も、やはり公助のほうでもそれは要るので

はないかというふうに思います。それから、

自主防災会なんかについてはやっぱり

100％できるようにやっていくということ

が必要ではないかというふうに、ちょっと

今気がついた点ですけれども。このぐらい

の点を入れないといけないのかなと。どう

いう発言をしたらいいのかちょっとわか

りにくいんですけれども、今気がついたと

ころはそういう点を少し補う、我々が意見

を提言するとすればできるのかなという

ふうに思いましたので申し上げました。 

○大橋座長 他の委員さん。杉本委員さん。 

○杉本委員 質問というのですか、資料をち

ょっと説明していただきたいのは、ここの

資料で資料ナンバー68「人をつくる」サポ

ートで「姉川・高時川浸水想定区域の公表

（平成 19 年６月）をきっかけに、区長会

で説明した後に、全 32 集落を対象に行政

懇談会を開催」と、こんなことが出ており

ます。このあたりについて、現実的に開催

されてどんな議論をされたかと。そのあた

りをもしわかる範囲で今回教えていただ

きたいなと、そんなふうに思います。 

○大橋座長 説明いただけますか。 

○オブザーバー（高月町 建設農政課 室長 

山田） 高月町です。この話は、最初行政

懇談会の他の案件がちょうど決まってお

りまして日程も全部調整されてたわけで

すけれども、それと同時期にちょうど姉

川・高時川の浸水想定区域図というのが発
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表されまして、これは一刻も早く皆さんに

こういったことをご周知をしていただい

たほうがいいということで、急遽この議題

の中で説明をさせていただいたというの

が現実でございます。 

○杉本委員 もうちょっと済みません。それ

で、全 32 集落を対象にという話で、その

内容は何か少しぐらいわかりませんか。 

○オブザーバー(高月町  建設農政課  室長  

山田)  中はちょっと、各課の課長が出て

おりますので、とにかく私どもが説明をさ

せていただいたということでして、住民の

皆様につきましては聞いていただいたと

いうことです。議論については会議に出席

しておりませんので、わかりません。 

○杉本委員 また教えていただきたいと思

います。といいますのは、こうして実際に

やられたところがいろいろと参考例にな

るのではなかろうかと思いますので、また

よろしくお願いいたします。 

○大橋座長 他の委員さん、ご意見よろしく

お願いします。 

○杉本委員 ついでにもう一言済みません。

今度は予算の話なんですけれども、一番初

めにこの改修の話で、あと 60 年ぐらいか

かりますよというようなお話をしていた

だいたのですけれども、今の財政状況の予

想ですとやっぱり 60 年ぐらいですか、も

っと延びそうなんですか。その辺を心配し

たんですが。今回想定されていることにつ

いてはもう一遍新しく組み直されるんで

すか。その辺ひとつお願いします。 

○大橋座長 説明いただけますか。 

○事務局（中川） 財政状況ですが、最初の

ときに説明した大体 60 年ぐらいかかると

いうときから比べまして、はっきりいうて

財政がよくなったということはございま

せん。例えば造林公社問題とかそういう問

題もありまして、当分は今と同じような状

況が続くだろうと考えています。 

○杉本委員 どうもありがとうございます。

そうしましたら私たち一生懸命に提言し

て、安くできる工法というんですか工夫で

頑張らないといけないということですね。 

○大橋座長 他に。北井さん。 

○北井委員 質問なんですが、河川の維持管

理についてのところで、いろんな川に行っ

ても中に砂がたまって木が生えてきたり

草が生えたりとかして、まずあれからどう

にかしてほしいというのをよく聞くんで

すけれども。川岸の整備だとかそういう川

の中のしゅんせつだとかの整備というの

は、今はどういうふうな形態で作業をされ

ているのかというのが全くわからなくて、

全部が全部業者さんとかそういうのに発

注して作業をされるというふうな感じな

んでしょうか。質問です。 

○事務局（清水） お答えさせていただきま

す。まず川に関係する事業といたしまして

は、先ほどございましたように川を広げる

という、私どもでは河川の改築事業という

ふうに大きく言っておるんですけれども、

それが大体メーンで今までやってきまし

た。それを申し上げますと、平成 10 年に、

単独費あるいは補助事業という分け方が

あるんですけれども、それを合わせて両方

とも大体 75 億ぐらい、152 億あった事業費

が、20年度で申し上げますとそれが 37億、

４分の１以下に、改築系の事業費は少なく、

だだっと右下がりで４分の１ぐらいにな

ってきております。 

そして、先ほどございましたように、維

持管理、河川環境とか、今先ほどおっしゃ

っていただいた維持管理の、たまった土砂

を取り除くとか繁茂している木を切ると

か、そういった維持修繕というのに回るお

金が、先ほどパワーポイントでも示されま

したように、全部の河川で平成 19 年です

が約 10 億ちょっとというような予算にな

っているということでございます。それで、

その維持管理には 10 億ではとても回り切

れませんし、これは計画的に各建設管理部

でひどいところから取り除いていますけ

れども、とても追いつけるような状況でな

くて、各地に説明に回りましたときにもぜ

ひそれをきっちりやってくれという声が

確かに多くございました。 

もう１つは、河川愛護ということで延べ

年間 10 万人から 11 万人ぐらい出ていただ

きまして、そして助けていただいていると。

草刈りとかですね。中の土砂のところまで

はとても回らないのですけれども、河川愛

護活動で地域の人に助けていただいて年

間 10 万人から 11 万人ぐらい出ていただい

て、それも大きな助けとなっているのです

が、そういう活動をしているということで

ございます。 

○大橋座長 はい、松尾委員。 

○松尾委員 今のお話の続きなんですけれ

ども、この間の日曜日ですけれども、彦根
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の芹川におきまして、今の草木の河川敷に

おける草木をどのように対処していいか

ということを、ＮＰＯ芹川を初め地域住民

50 名参加して行われました。まずアンケー

トをとるということで、ここに私持ってま

すけど、アンケートがとられました。これ

に関してやはり草木につきまして、極端に

言えば橋ごとにやはり植生も違うんです。

こうやってよく見ますと。やはり河口のほ

うと上流のほうとでは違いますので、こう

いう調査もしなければならないんではな

かろうかと。また、河川、草刈りをしに行

きましても余計草が生えていくという。皆

さんご存じのセイタカアワダチソウは、あ

れは土が動くと根をますます張っていき

ますから、人が入れば余計根が張るという

植物です。これもやはり植生の性質をよく

踏まえてどういうぐあいにしていくか。 

今先ほど技監が申されましたように、土

砂を取るといいましても余り取り過ぎま

すとやはり河床の土が動きますので、今度

は堤防自体が大変不安定になってまいり

ますし、このことについていろいろ議論が

されておりますけれども、こういう調査結

果を持って押し進めていくことになると

思いますけれども。これもおいおい、彦根

には３本の大きな川が走っておりますの

で、大なり小なりみんなが考えていくとい

うか。 

もう１つ、これをやるので一番いいのは、

若草山やら琵琶湖ですとヨシを野焼きと

いう形で焼いております。これができない

だろうかと思っておりましたけれども、こ

れは河川法で自粛されております。滋賀県

においては。なぜかというとダイオキシン

が出るということで、やはりごみがあって

それも一緒に燃えるということで自粛さ

れておると。このことはまだ、この前も会

議では出ておりませんでしたので、余り、

野焼きをやりたいという意見は大変多く

出ておりました。だけれども多分県に申し

込んだらバツを食らうだろうと思ってお

りますけど。この辺をもしご検討願えれば、

二、三回野焼きをやって一度様子を見るの

が一番ベターかなと皆さんと話してはお

ったんですけど、よく調べたらできないと

いうことで、ちょっとどうしようかなと思

っております。 

以上でございます。 

○大橋座長 松尾委員さんのは要望という

のか、こんなんどうなんでしょうという程

度で答えをいただかなくてもよろしいで

すか。 

○松尾委員 はい、結構です。 

○大橋座長 今ちょうど同じような話、技監

のほうから河川愛護の話をしていただい

て、県民 10 万とか 11 万の方が同意してい

てやっていただいていると。その辺は確か

に地域でご苦労もいただいておるんです。

先ほど維持管理費の状態も、全体的に県の

予算や国の予算から減額されているとい

う形でどう取り組んでいくかという問題

があろうかと思いますが、先ほど出てまし

た河川の中の砂とか中洲にできますね。そ

の辺がかなり繁茂して草が生えたり木が

生えたりという状態があるんですよね。そ

れを取り除いてほしいとなると、予算がな

いとかちょっと待ってほしいという感じ

になるんですよ。一方、治水では、あれを

しなければならない、これをしなければな

らないと、我々の責任やという形でこれを

進めるのに、相反して県は何もしてくれへ

んやないかと、こういうジレンマが出てく

るのではないかなという心配をするんで

す。 

それを県はどう受けとめられるかなと。

我々は覚悟を持って、住民はこれから地域

は地域で守るのやとやっていこうとした

ときに、肝心のこれがやっぱり取り除いて

いただかないと、上流から流木が流れてき

たらそこでストップして、これがまた氾濫

したりなるやないかと。その基本的なこと

をどう考えてるのやと言われたときに、

我々は答えられないんですよね。だから、

その辺がこれからかなり地域地域でこう

いう問題が出てくるのではないかなと思

います。 

先ほどの長浜の事例なんかがあるんで

すが、高時川ですか、１級河川がオーバー

した場合についての想定のハザードマッ

プができていると。ところが都市の中で集

中したやつはできてないと言われて、９月

ごろをめどに各市町村のほうで取りまと

めてもらうということになったら、これは

大変地域ではそのことが多いのではない

かと思います。それは地域の人が一番よく

知ってますので、あそこは低いのやと、大

きな川が氾濫する以上にちょっと大雨が

降ったら支流の２級河川とか細かい河川

が氾濫するのやということはかなり出て
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くるのではないかなと。その件について、

どう考えるのやと、どう対応するのやと言

われたら、今まで我々４回５回議論してき

た中身と若干ずれるんですよね。同じよう

にはいかないと思うんです。 

だから、そこのところはそこのところで、

こういう治水対策委員会でやってきたや

ないかと、普通河川のオーバーするのはど

う考えるのやということと、今現在我々が

治水対策をやっているやつと、若干細かい

ずれが出てくると思うんです。きょうもち

ょっと昼を挟みながら議論できたんです

が、治水委員という中に土砂災害やとかダ

ムやとか、防災に関しては地震、地震はち

ょっと離れてますけれど、そういう問題に

ついてトータル的な状態が治水対策の中

で取り組めないのかというような問題が

出てきまして、我々も今県が思っていただ

いている、今日まで治水というものに、い

わゆる築堤やとか河川改修だけに重点を

置いて治水に重きを置かなかったから、改

めて治水というのを住民の会を開催して

いただいて、住民でサポートできるやつを

サポートしていきたいということで取り

組んでいるのですけれども、一方、そうい

う普通河川やとか、また県のお金がないか

らできないということで、めりはりつけて

やりましょうとされる中に、どこまででき

るかという不安が逆に我々に課されてく

るのと違うかなと、こんな思いがするので

すが。これはコメントをいただくことはな

いと思いますけれども、技監としての今の

現時点の素直な考え方だけお聞かせいた

だけたらありがたいなと思います。 

○事務局（清水） 先ほども申し上げました

ように、限られた予算で、日本全体の経済

状況から見て横ばいか右肩下がりぐらい

にしか期待できないというのがあります

ので、限られた予算の中で有効に使うのは

どういうことか、というのが一つあろうか

と思います。 

それと、まさにここでご議論いただいて

ますように、まず命を守るということに重

点を置きまして、そして生活していく上で

壊滅的な被害が起きない、それをするのに

限られた予算の中でいかにやっていくか

ということを考えていこうと。今までどお

り川の中でとどめてできるだけ氾濫をさ

せないようなことも川によってはあるで

しょうし、そればっかり言ってますと限ら

れた予算でとても回り切れませんので、そ

うした中で人命を守る、あるいは壊滅的な

被害を出さないようにしていくためには

どういうふうにしていくのかということ

を、ハードとソフトを連携させまして対応

していく以外にもう道はありませんので、

従前のように今までどおりの対応ではと

てもやっていけないのではないかなとい

うふうに考えております。それの知恵をか

していただくといいますか、考えていただ

く一つの大きい対策といいますか、それが

流域治水ということでありまして、まさに

知恵を拝借いたしまして方針を立ててい

きたいというふうに考えております。 

○大橋座長 はい。石津委員。 

○石津委員 先ほど河川の管理の中で維持

管理の中で中洲じゅうに土砂が堆積した

りという、以前にもちょこっとしゃべった

ことがあると思うのですけれども、業者に

工事を依頼すると当然その、結構いい骨材

があるわけなんです。それを撤去費まで払

って工事発注されると。その土砂を買って

もらうという発想はどうかなと。というの

も、草は、草の管理なんかでも刈れば刈る

ほど元気になるんですね。私たち新旭周辺

はヨシ原の保全保護地域に指定されてま

す。ここ６年ほど前から手を入れるように

なって、そしてあと草も燃す、いいヨシが

復活してきました。ところがもう１点、環

境の中でヨシ原に生えているヤナギなん

かがもう切ってはだめということで、その

ヤナギであったりニセアカシアがどんど

ん大きくなって、その下のヨシはもう日も

当たらないで根が負けてしまってだんだ

ん退化していっているという兆候がある

んですね。 

だから、もう少し僕らからすると環境と

土木と何かこう正反対のこと、環境のほう

ではヨシ原の保全保護をやってる。土木の

ほうでは以前言いました湖中砂利の採取

を許可していると。２年前に国土交通省の

河川事務所のほうのご好意で萩の浜へ瀬

田川のしゅんせつ砂を 10トンダンプで 400

台入れてもらって、もとの萩の浜に戻った

わけなんですけれども、２年でもうその砂

がなくなっています。その萩の浜の沖で湖

中砂利の採取をされていると。何か裏腹な

部分が行政の中でも見受けられる。だから

以前言うておった、目につく安曇川につい

ても河床が物すごく上がっているわけな
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んですね。こちらから質問したときには、

河床を適量下げて、その骨材は業者に購入

してもらうというようなことで財源を少

しでも安くというような方法を以前提案

したかなというようなことを思うんです

けれども。やっぱりセイタカアワダチソウ

も放置すればだんだん退化していきます。

刈ればふえていくのはヨシと一緒で、そう

いう部分も考えられれば、ない予算を少な

くできる方法ではないかなと、ちょっと考

えてほしいなということを思います。 

○事務局（中川） 砂利採取については、例

えば安曇川につきましては非常にいい砂

利が出るので砂利供給河川という形で決

まっておりまして、要は、ここは掘削する

必要があるということがわかった段階で、

また砂利採取業者と協議するような形に

なっています。実際やっているところとし

て、例えば愛知川で河川改修をやっている

んですが、そこで表面は余りいい土砂では

ないんですが、下にいい砂利が出ますので、

それは砂利採取業者に自分で掘削しても

らうという形で費用を安く上げるという

形で進めております。それならばすべての

川で全部取っていただけるかというと、や

はり砂利採取業者さんも赤字になってま

ではやっていただけませんので、やはり運

搬距離とかそういうのを比較しながら取

っていただけるかどうかというのは決ま

っていくという状況です。 

○大橋座長 はい、ありがとうございました。

時間も参りましたんですけれども。中村委

員。 

○中村委員 先ほどのところで長浜の雨の

ご説明がございましたけれども、そこで実

際に大きな河川の改修というのは重点的

にやられて、小河川なり下水に近いような

ところについてはなかなか改修がそこま

ではいきませんよと、非常に財源の配分と

いうことになるんだと思いますけれども、

そういうふうになりますと、現在の雨の降

り方、集中豪雨なんかに対応できないかな

というふうに思うんです。霞堤とか二線堤

とかのところに、内水排除について少し記

述なり取り組みというものをしていただ

かんといかんのではないかなということ

をちょっと思いましたのですが。 

○事務局（中川） 県が当面目標としている

のは、１時間当たり 50mm の雨が降るとい

うのが大体 10 年に１度の洪水規模という

ことで言われています。先ほどの長浜の水

害は時間 84mm ですから、はっきり言って

とてもではないけれども対応できないと

いうぐらいの規模の雨ということになり

ます。 

  内水排除なんですが、例えば大阪とかあ

あいう大都市圏でどうしても地盤が低い

ところについては内水排除という手法を

とられているのですが、ちょうど今そのポ

ンプを取りかえないといけないというこ

とで非常に苦労されていると。財源はない

し維持管理も非常にかかるということで

苦労されているということを聞いていま

す。滋賀県の場合は、天井川の河川改修を

すれば河床が下がるので、そこで実際にあ

ふれている内水の排除もできるというこ

とで、河床を下げるということを最終目的

ということで進めているというのが現状

です。 

○大橋座長 大分いろいろと盛り上がって

きたところで切るような形になるんです

けれど。杉本委員、何か。一応委員さんの

なには次回により絞ってやらさせていた

だくことになろうかと思いますが、きょう

は県の説明をいただいて、それについてと

いうことでご議論いただいたんですが、５

時に終わろうと思うとこの辺で委員さん

の発現については終えさせていただこう

かなと思います。 

 

３ 一般傍聴者からのご意見  
○大橋座長 きょうは一般傍聴の方も見え

ておられますし、一般傍聴さんのほうから

ご意見を承りたいと思いますが。はい。正

村さん、よろしくお願いします。 

○傍聴者（正村） 彦根から来ました正村で

す。きょうはちょっと遅れて来たのですけ

れども、途中から聞かせていただきました。

きょうは、この前、竜王のほうでされたい

ろんなお話があった中をまとめられてい

るのがよくわかって、こんなにまとまった

んやなというので聞かせていただきまし

たけれども。結構話を聞いてると、一応水

防ということでやっているんだなという

のはわかるのですけれども、ツリーの状態

を見ると水防ではなくて総合防災、地震も

すべてひっくるめたような話に何かして

しまっているようなところがあるのです

けれども、あれは水害（水防）ですよね。

しないといけないとは思うのですけれど
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も、中にはオブザーバーで来られている危

機管理の方もおられますけれども、そちら

のほうの方からすると、やっぱり全体的な

面で考えた場合には地震も含めた総合防

災対策なんていうのを考えていかないと

いけないのですけれども。 

それを考えると今回我々こうやって、僕

も一番最初から参加させてもらっていま

すけれども、水害に関してこれだけ集まっ

てきてやっているのですけれども、そのほ

かの地震であるとかそういうものも、この

市民会議というか県民会議のようなもの

がどれぐらい、あるのかないのかもわかり

ませんけれども、どれだけ進んでいてどう

いうような答申を今まで出してこられて

いるのか、そういうのとまた突き合わせて

いくような、逆にそちらのほうにもうでき

上がっていて、例えばそういう県民に対す

る防災意識の向上ということで、地震とい

う観点からそういう例えばプログラムが

もうでき上がってあるのであれば、阪神大

震災からもう十三、四年たってますから多

分あるとは思うんですが、そういうのがあ

るのであれば、そういうのを紹介しながら

水防の中の、これやったらもうあるのやっ

たらこれをこのまま応用して使おうやな

いかと。 

先ほど言われた「防災ではない防災」と

いうのは、多分僕が考えるに、気がついた

ら「あっ、これって防災なんや」という気

づきの世界。例えば今まで地域住民の安全

ということを考えていたことが、みんなと

お酒でも飲んで楽しく語らいましょうや

というのが、実際は防災にも生きるという。

その気づきの意味での「防災ではない防

災」ではないかということを考えているの

ですけれども。そういうことを考えると、

今水防だけで総合防災までひっくるめた

ようなことを考えるんではなくて、ほかの

部署の方々が持っているそういうものも

こちらのほうに出しながら、もっと大きい

意味で考えていくのが大事かなと思いま

す。 

  また、議論のほうには県のほうが考える

公助ということで住民支援公助というこ

とで４つ掲げました。これもツリーの中に

あるようなことを行政から見た側、前半の

ほうは我々県民から見た側という話し合

いだと思いますけれども、例えば県のほう

もお金がないということで、それが一番き

ついことだと思いますけれども、例えばこ

の県民会議が終われば治水関係の部署で

あるとかが河港課に統廃合してしまうと、

すべての情報がそこで終わってしまうよ

うな気がするんですけれども。逆に、例え

ば一部の方はわかると思いますが、静岡県

なんかの場合は富士常葉大学という大学

がありますけれども、そちらは県のほうの

防災課に井野さんという方がおられて、そ

の方が学部長になるということで、県のほ

うの流れとして環境防災学という学部が

大学の中に立ち上がったということがあ

ります。 

例えば滋賀県であれば、県立大学なんて

いうのは県に直轄したような大学になる

と思いますけれども、その中に例えば環境

防災学のような学部をつくって、多々納先

生をそこの学部長にお招きするのも。そう

いうところが例えば地震に強い先生、地震

の専門の方であるとか水害の専門の方で

あるとか、また避難の専門の方であるとか、

そういう方々の情報を大学という組織の

中に入れる。その中でいろんな地震も水害

もすべて考える。その中で人づくり、大学

ですから基本的は人づくりがメーンです

から、その中でそういうような地域の人た

ちも、例えば生涯学習という観点からそこ

へ入れることができれば、そういうサポー

ト体制、最初につくるまでには県のほうに

頑張ってもらって、お金とか補助金とかを

つけていただいて、でき上がってしまえば

あとは県立大学、おまえら勝手に考えろと

やってしまえば、丸投げにしてしまえばい

いのかと思いますけれども。そういうのも、

逆に静岡のほうもいろんな事例なんかも

ありますので、その辺も考えられればいろ

んな情報なんかも集約されてくるのでは

ないかなというふうに見させていただき

ました。 

  以上です。 

○大橋座長 はい、ありがとうございました。

１点、震災の件についての質問があったか

と思いますが、それについての県のコメン

トをいただきたいと思います。 

○オブザーバー（滋賀県防災危機管理局  

田中） 防災危機管理局の田中と申します。

どうぞよろしくお願いします。今ご意見を

いただきまして、県のほうも今年防災危機

管理局を知事の直轄にいたしまして、直に

防災あるいは危機管理を含めましていろ
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んな災害事案に対応できるようにしまし

た。 

今回、洪水・大雨等につきましてこうい

うような形で住民会議を持たれました。川

の治水のほうは川の専門家でこのような

形で整備されましたが、地震のほうは神戸

の震災を受けまして、現在地震防災プログ

ラムを策定しまして、対策を進めて参りま

した。その中にここで今ご議論いただいた

ような自主防災組織の取り組みをサポー

トするような形で、実際先ほどからいろい

ろなご議論にもあったような出前講座と

か現地へ出向いていろんな形で啓発や、体

を守る、命を守るというような形の啓発活

動を進めております。 

これからは、さらに一歩踏み込みまして、

川もそうですし地震もそうですが、災害時

における要援護者の方々へのサポートを

どうするかみたいなところを、市あるいは

町、それから県、国も巻き込んで、それと

住民の方を巻き込んだ上で展開をしてい

こうと考えておるところでございます。ま

たここでご議論いただいたノウハウも当

然そこに入れ込んで考えていくことにな

ろうと思いますので、どうぞよろしくお願

いします。 

○大橋座長 

 はい、ありがとうございました。マサムラ

さん、今一応回答というのかいろんな考え

方を出していただきました。よろしくお願

いしたいと思います。他にございませんか。

時間も参りましたということで、きょうは

委員のほうのご意見をこれで終了とさせ

ていただきたいと思います。最後に事務局

のほうからのお礼のあいさつを技監のほ

うからよろしくお願いします。 

 

４ 閉会  
○事務局（清水） 長期間にわたりまして熱

心にご議論いただきましてありがとうご

ざいました。本日は、県民の皆さんの立場

になって最終的にまとめるに当たってと

いう、ある面非常に重要な議論をしていた

だいたというふうに考えております。もう

最終段階に入ってきて次回にはそこそこ

まとめていただけるのかなという期待を

しておるところでございます。そしてまた、

きょう後半にありましたように、公助の方

向についてもご提案いただけるというこ

とで、ご意見がいただけるということで、

またご議論の続きをやっていただきたい

というふうに考えているところでござい

ます。 

座長さんのほうの冒頭のあいさつにも

ありましたように、ことしは長浜等々で非

常にゲリラ的な雨といいますか局地豪雨

が降っているということで、長浜が 84mm、

あるいは大津のほうでもございまして、大

戸川を中心に相当な雨が降ってございま

す。先日も東近江のほうの石槫峠のほうで

相当な道路の被害が出ておりますが、まさ

しくゲリラ的に降っております。県外でも

都賀川で５人がお亡くなりになったとい

う痛ましい水害もありますし、先日岡崎の

ほうでは時間雨量で 146mm 降ったというと

ころもございます。 

先ほどのテレビにもございましたよう

に、「猛烈な雨」という表現がされており

ます。「猛烈な雨」という表現は、時間雨

量 80mm 以上が予測されるあるいは降った

ときに使われる言葉でございまして、それ

までですと「非常に激しい雨」とかという

感じで報道されておるんですけれども、こ

としは本当に猛烈な雨という表現がされ

ることが非常に多くございました。そのよ

うなことでございまして、本当に想定を超

える雨、そういうときに命を落とさない対

策というのが重要でありまして、それに向

けてのハード・ソフトが非常に重要である

というふうに考えております。 

  先ほどちょっと言うのを忘れておったの

ですが、重要なことでございまして、先ほ

どの限られた予算の中で中長期の河川の

進め方ということで、限られた予算の中で

どういうふうに河川を進めるかという中

で、県内の川の進める優先の順位をつける

という作業で、中長期整備実施河川の検討

ということを今まさに進めておりまして、

間もなく、先ほどもございましたように進

めているところでございます。それで、そ

の決める中の指標がございます。危険度あ

るいは緊急度から従前やってきたんです

けれども、それに加えまして人命、まさし

く人命に配慮を置いた指標、あるいは生活

に置いた指標というのも加えまして、そし

てそれらを総合的に評価いたしまして優

先順位を決めて、どこから整備を始めてい

ったらいいかという基本的な考え方を間

もなく発表できるのかなというふうに思

っているところでございます。 
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  大変長くなりましたが、それらも踏まえ

まして次回もまたひとつよろしくお願い

を申し上げまして、簡単ではございますが、

ごあいさつにかえさせていただきます。本

日はまことにありがとうございました。 

○大橋座長 何か県のほうから説明とかは

特にございませんか。 

○事務局（中田） ありがとうございました。

次回の委員会でございますけれども、きょ

う委員の皆様から日程をいただきまして、

再度調整をさせていただきまして次回の

日程をご連絡させていただきたいという

ふうに思っておりますので、よろしくお願

いいたしします。これできょうの全日程は

終わりましたので、これで閉会とさせてい

ただきたいと思います。ありがとうござい

ました。 

〔午後 ４時５８分 閉会〕 

 


